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1 はじめに 

近年、循環経済（あるいはサーキュラーエコノミー、Circular Economy、CE など）の観

点から、プラスチックのリサイクルへの関心が高まっている。循環経済とは、大量生産・

大量消費・大量廃棄が一方向に進むリニアエコノミー（線形経済）に代わって、あらゆる

段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を目指す社会経済シス

テムを意味する (産業技術総合研究所 HP)。しかし、プラスチックに関する循環経済を実現

するためには多くの課題が存在する。とりわけ本書では、再生プラスチックが様々な用途

への利用拡大が図られる中、それぞれの用途に応じた安全性を確認する手法が、世界的に

確立されていない点に着目する。 

現在、再生プラスチックの原料や製品の製造事業者においても、再生プラスチックに含

まれると推定される健康懸念物質の種類や量を把握する方法や、それらの物質によるリス

クを評価・管理する枠組みについて、検討が進められている段階にある。 

本書では、こうした検討に資する科学的知見の一部として、まずはプラスチックのリサ

イクルに関する現状と課題を整理したうえで、初期的な成果が得られた再生プラスチック 

の分析事例やリスク評価事例を紹介する。 

本書が想定する読者は、再生プラスチック原料（ペレット、フレークなど）の製造事業

者や再生プラスチックを利用した製品の製造事業者、およびそれらに関連して分析やリス

ク評価を実施する事業者である。本書が再生プラスチック製品のリスク管理の一助となれ

ば幸いである。 

本書の構成については、次のとおりである。 

 第 2 章「再生プラスチックの利用およびその含有物質に関する現状と動向」では、再

生プラスチックに関する循環経済構築が必要とされる背景について整理したうえで、

プラスチックの種類と用途およびそのリサイクルの現状、国内外の安全基準や規制の

現状、プラスチックに含まれる物質の分析方法について概説する。 

 第 3 章「再生プラスチック試料の分析事例」では、筆者らが実施した、フーリエ変換

赤外分光分析法、可搬型蛍光 X 線分析法、および熱脱着ガスクロマトグラフィー／質

量分析法を用いた再生プラスチック試料の分析事例を紹介する。 

 第 4 章「リスク評価のケーススタディ」では、先行研究レビューを踏まえ、再生ポリ

プロピレン製の製品中に RoHS 指令対象物質が含まれるケースを想定して、その健康

リスクを評価した結果を示す。 

 第 5 章「プラスチックの循環経済構築に向けて」では、各章の内容を総括し、今後必

要と見込まれる技術や取り組みについて述べる。 

また、Appendix A では、熱脱着ガスクロマトグラフィー／質量分析（GC-MS）手法の開

発とその検討事項の詳細を、Appendix Bでは、本書で用いた略語の一覧をそれぞれ示す。 
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図 1-1 本書の構成 

 

参考文献 

産業技術総合研究所 HP, 2023. 産総研マガジン 「 サーキュラーエコノミーとは？」 [WWW 

Document]. 産総研マガジン. URL https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20231011.html 

(accessed 5.7.25). 
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2 再生プラスチックの利用およびその含有物質に関する現状と動向 

2.1 プラスチックの循環経済構築の必要性 

近年、プラスチックのリサイクルに関する要求は高まっている。日本の国家戦略にも明

示されており、たとえば「プラスチック資源循環戦略」 (消費者庁ほか, 2019) では、2030

年までに容器包装の６割をリユース・リサイクルすること、2035 年までに全ての使用済プ

ラスチックを 100％リユース又はリサイクル等することを目標としている。また、「地球温

暖化対策計画」（2025年 2月 18日閣議決定）(環境省, 2025) では、再生利用を推進し、使用

済プラスチック等の廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素排出量を削減するとされている。さら

に、「成長志向型の資源自律経済戦略」(経済産業省, 2023a) では、気候中立のためにはマテ

リアルの脱炭素化が不可欠であり、二酸化炭素の経済効率的な削減のためには再生材等の

循環資源活用等が効果的とされている。欧州では、2023 年に「自動車設計・廃車（ELV）

管理における持続可能性要件に関する規則案」(EC, 2023) が提案され、同規則案において、

新車生産に必要なプラスチックの 25％以上を再生プラスチックとすること、またそのうち

25％は廃車由来とすることが定められたが、その後、2025年 1月 29日に、25％を20％（う

ち廃車由来 15％）に引き下げる修正案が欧州議会により提示されている。 

プラスチックのリサイクルにおける二酸化炭素排出量の削減効果は、マテリアルリサイ

クル（2.2 で説明）の方がケミカルリサイクル（2.2 で説明）よりも高いとみられる (経済

産業省, 2023a; 森, 2023) ことから、今後はマテリアルリサイクルの一層の推進が見込まれる。

一方で現状では、マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルされる使用済プラスチック

は、主に容器包装リサイクル法に基づき回収される、PET ボトルやプラスチック製容器包

装に限定されており、これは廃棄されるプラスチック全体の約 25％程度である。 

「成長志向型の資源自律経済戦略」(経済産業省, 2023a) では、プラスチック製容器包装

の循環構造の設計にあたっての課題として、「プラスチック製容器包装は、多種多様な商

品の容器及び包装として用いられており、その機能性を確保するという観点から、難リサ

イクル性の複合素材を用いたものが一定量存在する」こと、「プラスチック製容器包装は、

衛生面・安全性の観点から、再生樹脂利用の制約が大きい」こと、および「プラスチック

製容器包装における再生樹脂利用を推進していくためには、再生樹脂を利用できる条件を

明確化し、条件を満たした再生樹脂の利用拡大が求められる」ことが記載されている。 

「再生樹脂を利用できる条件」の一つに、コストがある。一般に、再生されるプラスチ

ックペレットの質は、新品のプラスチック（以下、バージンプラ）の質に比べて制限があ

るため、コスト（使用済みプラスチックから再生ペレットへの製造コスト、および再生ペ

レットから再生プラ使用製品への加工コスト）に対して、再生プラスチックを使用した製

品に十分な付加価値がある場合でないと「アップサイクル」（2.2 で説明）は難しい。実際

に、容器包装リサイクル法に基づいて収集された使用済みプラスチックは、容器包装以外

の、より付加価値の低い用途（例えば、路盤材や輸送用パレットなど）に利用されること

が一般的である。さらに分別が不十分で、汚染のひどい使用済みプラスチックは、フレー
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クや固形燃料化され焼却（サーマルリカバリー）される場合もある。将来的に、より付加

価値の高い用途への利用が拡大すると、再生プラスチックの販売価格の向上や規模の経済

が働くため、リサイクルによるメリットが高まり、リサイクルが促進されることもありう

る（経済産業省 2023）。その場合、「再生樹脂を利用できる条件」として機能性の観点や、

衛生面・安全性の観点から判断すること必要となってくるが、これらの判断に資する情報

は、現状では不足している。 

本書では、「再生樹脂を利用できる条件」として安全性への懸念の払拭に着目した。安

全性への懸念は、とくにプラスチック添加剤に関して持たれることが多い。プラスチック

添加剤の中には、個々のプラスチック製品の性能維持に不可欠な一方で、人への有害性が

指摘されている物質も存在すること、また、用途によっては、そのような物質が製品の使

用中に溶出・揮発する可能性があることが知られている。そのためバージンプラの場合、

その製造事業者が添加剤の種類と量を管理し、一定の安全性が確認されている。一方、再

生プラスチックは、使用済みかつ多種多様なプラスチック廃棄物を混ぜ合わせて製造され

るために、添加剤の種類も含有量も完全に明らかになっているとはいえず、安全性に対す

る漠然とした懸念を持たれている。また、添加剤以外にも印刷インク、容器包装の内容物

（食品およびその腐敗物、洗剤、化粧品など）、反応による生成物、分別収集から再生材

製造までの過程における混入物など、多様な物質がプラスチック廃棄物に付着・混入して

いる可能性がある。そのため、マテリアルリサイクルでは人が接触する機会の高い用途へ

の再生は漠然と敬遠され、人の接触機会がほとんどない用途といった、不必要に「ダウン

グレード」したプラ製品に使用される傾向にあるのが現状である。 

マテリアルリサイクルの促進のためには、再生品に含まれうる添加剤の種類や含有量を

分析するとともに、具体的な用途ごとに、再生プラスチック原料（ペレット、フレーク等）

や製品に含まれる添加剤等に関するリスク評価を行い、リスクに応じて再生ペレットの適

切な用途を選択できることが重要であると考えられる。「プラスチック資源循環戦略」(消

費者庁ほか, 2019) においても、「プラスチック再生材の安全性を確保しつつ、繰り返しの循

環利用ができるよう、プラスチック中の化学物質の含有情報の取扱いの検討・整理を行う」

こと、および「これらの化学物質に係る分析測定・処理を含めた基盤整備の充実を図る」

ことが謳われている。 

 

参考文献 

EC, 2023. Proposal for a Regulation on Circularity Requirements for Vehicle Design and on 

Management of End-of-Life Vehicles. 

消費者庁, 外務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環

境省, 2019. プラスチック資源循環戦略（令和元年 5月 31日）. 

環境省, 2025. 地球温暖化対策計画（令和 7年 2月 18日 閣議決定）. 

経済産業省, 2023. 成長志向型の資源自律経済戦略（2023年 3月 31日）. 



5 

2.2 プラスチックの種類と用途およびそのリサイクルの現状 

本節では、プラスチック自体の種類や生産量、用途等について概説するとともに、その

リサイクルの現状を樹脂の種類別に整理する。 

  

2.2.1 プラスチックとは 

プラスチックは、一般的に、外力や熱によって可塑性を有する高分子物質であり、合成

樹脂・セルロイド・カゼイン等を指す。ただし、フェノール樹脂やユリア樹脂などの可塑

性を有していない熱硬化性樹脂についても、プラスチックと称されることが多い (全日本

プラスチックリサイクル工業会 HP)。プラスチックの種類としては、ポリプロピレン（PP）、

ポリエチレン（PE）、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリスチレン（PS）、ポリエチレンテレフ

タレート（PET）、ポリウレタン（PUR）、ナイロンなどがある。プラスチックの 2023 年の

世界の製造量は 413,800 万トンであり、PP が 19.0%、PE が 26.2%、PVC が 12.8%、PSが

5.2%、PETが 6.2%、PURが 5.3%を占めている (Plastic Europe, 2023)。我が国における 2023

年のプラスチック生産量は、884万トンであり、そのうち、PPが 23.4%（208万トン）、PE

が 23.0%（204万トン）、PVC が 17.4%（155 万トン）、PS が 10.4%（92.1万トン）、PETが

3.1%（27.5万トン）である (図 2-1、日本プラスチック工業連盟, 2024)。 

 

 

図 2-1 2023年の日本国内のプラスチック生産量の樹脂別内訳 

 (日本プラスチック工業連盟, 2024)  

 

2.2.2 プラスチックの種類 

主なプラスチックについて、その特徴や用途を以下に示す。 

 

(ア) ポリプロピレン（PP） 

PP は、気体のプロピレンを触媒存在下で重合することにより合成されるプラスチックで

ある。PP は、密度がプラスチックの中で最も低いとされている（0.90～0.91g/cm3）。機械

PP
23.4%

PE
23.0%

PVC
17.4%

PS
10.4%

3.1%

その他

22.4%

PET
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的特性、耐熱性、耐薬品性に優れており、様々な分野で利用されている。PP だけで重合さ

せたホモポリマーは、表面に光沢があり、その高剛性・高耐熱性から、食品包装用フィル

ム、食品トレイ、シート、繊維、梱包用テープなどに使用されている。PP にコモノマー

（エチレンが使われることが多い）を少量混合して共重合化したランダムコポリマーは、

透明度が高く、柔軟性があり、熱融着が可能な素材となり、透明ボトル、ラッピング、包

装フィルムのシーラントなどに使用されている。PP にプロピレンとエチレン共重合化させ

たブロックコポリマーは、高い耐衝撃性・高靱性・高剛性を有しており、自動車内外装、

家電、冷凍食品用トレイなどに使用されている。 

 

(イ) ポリエチレン（PE） 

PE は、気体のエチレンを触媒存在下で重合することにより合成されるプラスチックであ

る。PE には、高圧化で合成される低密度ポリエチレン（LDPE、0.91-0.93 g/cm3）と中圧下

で合成される高密度ポリエチレン (HDPE、>0.93 g/cm3）がある。LDPE は、分岐の多い構

造をしており、透明で柔らかいプラスチックであり、HDPE は、分岐の少ない構造で透明

性が低く、やや硬いプラスチックである。LDPE の主な用途としては、透明なごみ袋やポ

リ袋、ジッパー袋や食品用ラップフィルム、チューブ容器、米袋、緩衝材、農業用シート、

電線被覆などに使用されている。HDPE は、白色レジ袋、燃料タンク、シャンプー・化粧

品・洗剤などの容器、水道管や排水管やガス配管、化学薬品の容器、ボトル、ラップフィ

ルム、緩衝材、文具、農業用シート、電線被覆などに使用されている。 

 

(ウ) ポリ塩化ビニル（PVC） 

PVC は、クロロエチレンを重合することにより合成されるプラスチックである。PVCは、

安価であり、耐水性、耐酸・アルカリ性、難燃性、電気絶縁性を有している。一方で、硬

くて脆い性質があるため、フタル酸エステル類などの可塑剤を添加して柔軟性が付与され

ている。可塑剤の量によって、硬質 PVC と軟質 PVC がある。上下水道管、マットレス、

床材や壁材、電線被覆、ビニルレザー、デスクマット、消しゴム、浮き輪、食品容器、手

袋などに使用されている。 

 

(エ) ポリスチレン（PS） 

PS は、スチレンをラジカル重合することにより合成される非晶質のプラスチックである。

比較的硬質であり、無色透明もしくは白色をしており、熱可塑性を有している。PS は、電

化製品の筐体、プラ板・プラモデル、CDケースなどに用いられている。また、発泡剤を用

いて成型した発泡スチロールは、2023年に 11万トンが出荷されており、食品容器などとし

て 50.6%、梱包緩衝材として 32.4%、建築用断熱材などの建築・土木用資材として 16.9%が

使用されている (発泡スチロール協会 HP)。 
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(オ) ポリエチレンテレフタレート（PET） 

PET は、テレフタル酸とエチレングリコールを高温・高真空下で脱水縮合することで合

成されるプラスチックである。透明性を持っており、強度が高いことから、ペットボトル

や繊維製品などに利用されている。 

 

2.2.3 プラスチックのリサイクル 

再生プラスチックは、使用後に廃棄されたプラスチックを原料の一部とするもので、プ

ラスチックとして再度利用できるようにするものである。プラスチックの再生方法には、

熱回収するサーマルリカバリーを除くと、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの

二通りがある。マテリアルリサイクルは、廃棄されたプラスチックを高温で溶かしてプラ

スチック原料に戻し、改めてプラスチック製品を製造する方法である。ケミカルリサイク

ルは、廃棄されたプラスチックを化学的に分解・反応させ、新たな樹脂として用いる方法

である。燃焼させて熱として利用するものをサーマルリカバリーと呼び、廃プラスチック

の再利用の一環とみなされているが、燃やしてしまうことから再生プラスチックとはなら

ない。2023 年に世界で生産されたプラスチックのうち、マテリアルリサイクルされたプラ

スチックの占める割合は 8.7%、ケミカルリサイクルされたプラスチックの占める割合は

0.1%である (Plastic Europe, 2023)。また、廃棄されたプラスチックと別のプラスチック製品

にリサイクルすることをカスケードリサイクル、廃棄されたプラスチックと同じプラスチ

ック製品にリサイクルすることを水平リサイクルと呼ぶ。近年では、素材をそのままに新

たな価値を与えて別の製品とするアップサイクルが、エネルギー消費も少なくより持続的

だとする考え方もあり、リユースも含めて廃プラスチックを減らして活用することも重要

である。 

我が国において、2023 年の廃プラスチック総排出量の 769 万トンのうち、マテリアルリ

サイクルされたプラスチックは 22.2%（171万トン）であり、そのうち 82.4%（141 万トン）

が使用済み製品（うち、一般系廃棄物は 74 万トン）、17.6%（30 万トン）が未使用品（生

産・加工ロス品由来）である (プラスチック循環利用協会, 2024)。ケミカルリサイクルされ

たプラスチックは 3.4%（26 万トン）、サーマルリカバリーされたプラスチックは 63.8%

（491万トン）である。 

 

2.2.4 再生プラスチックの使用量と用途 

我が国における 2023年の日本国内のマテリアルリサイクルされたプラスチック生産量は、

171 万トンであり、PPが 19.8%（33.9万トン）、PEが 17.0%（29.1万トン）、PVCが 13.5%

（23.1万トン）、PSが 7.3%（12.5万トン）、PETが 33.2%（56.8万トン）である (図 2-2、日

本プラスチック工業連盟, 2024)。 
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図 2-2 2023年の日本国内のマテリアルリサイクルされたプラスチック 171万トンの樹脂

別内訳 

(日本プラスチック工業連盟, 2024)  

 

(ア) ポリプロピレン（PP） 

我が国における廃プラスチックの総排出量に対する PP の割合は、2023 年には 24.3%

（187万トン）を占めており、34万トンがマテリアルリサイクルされている (プラスチック

循環利用協会, 2024)。リサイクル率は、回収された PP製品の分別・洗浄度合いによって大

きく異なることから、よく分かっていない。現状のリサイクル品の用途としては、輸送用

パレット、防水シートや路盤材などの土木建築用資材、ハンガーやごみ箱などの日用品な

どである。 

 

(イ) ポリエチレン（PE） 

我が国における廃プラスチックの総排出量に対する PE の割合は、2023 年には 33.9%

（261万トン）を占めており、29万トンがマテリアルリサイクルされている (プラスチック

循環利用協会, 2024)。リサイクル率は、回収された PP製品の分別・洗浄度合いによって大

きく異なることから、よく分かっていない。現状のリサイクル品の用途としては、輸送用

パレット、防水シートなどの土木建築用資材、ハンガーやごみ箱などの日用品などである。 

 

(ウ) ポリ塩化ビニル（PVC） 

我が国における廃プラスチックの総排出量に対するPVCの割合は、2023年には9.0%（69

万トン）を占めており、23 万トンがマテリアルリサイクルされている (プラスチック循環

利用協会, 2024)。現状では、塩ビ製パイプや床材などにリサイクルされて使用されている。

PVC は、焼却処理する場合には、塩素系ガスが発生することから、適切な処理が必要であ

る。 

 

PP
19.8%

PE
17.0%

PVC
13.5%PS

7.3%

PET
33.2%

その他

9.2%
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(エ) ポリスチレン（PS） 

我が国における廃プラスチックの総排出量に対する PSの割合は、2023年には 11.6%（89万

トン）を占めており、12 万トンがマテリアルリサイクルされている (プラスチック循環利

用協会, 2024)。PS は、再生使用した場合の強度や硬さの低下が少ないため、マテリアルリ

サイクルしやすい材料とされている。TVの筐体、冷蔵庫内の仕切り棚、印刷機のカートリ

ッジなどにリサイクルされて使用されている。 

 

(オ) ポリエチレンテレフタレート（PET） 

PET ボトルのリサイクルは、1990 年代半ばから始められており、プラスチックのリサイ

クルとしては最も進んでいる。2023年にマテリアルリサイクルされた使用済み PETボトル

は 54万トンであり (プラスチック循環利用協会, 2024)、その他の PET樹脂を含めたマテリ

アルリサイクル量は 57 万トンである (日本プラスチック工業連盟, 2024)。市場に出回った

PET ボトル製品のうち、回収された割合を示す回収率は 92.5%であり、回収された PETボ

トル製品のうちリサイクルされた割合（マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルを併

せて）を示すリサイクル率は 85.0%であった (PETボトルリサイクル推進協議会 HP, 2025a)。

日本では、この回収率とリサイクル率は最近 10年間ほぼ同程度で推移しているが、欧州や

米国では回収率とリサイクル率ともに日本と比べて高くない（2021 年: 日本 94.1%・86.0%、

欧州: 56.8%・42.7%、米国: 28.6%・19.6%）。容器包装リサイクル法では、PET ボトルとそ

の他のプラスチック製容器包装が分けて取り扱われているが、その他のプラスチック製容

器包装にも PETは含まれており、PP・PEや PSなどと選別した上でリサイクルされている。

リサイクル方法としては、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの両方が用いられ

ている。ケミカルリサイクルでは、PET にエチレングリコールを加えて解重合し、中間原

料のビス-2-ヒドロキシエチルテレフタレートに戻して精製した後、PET に再重合されてい

る。 

再生 PET の用途としては、従来は、PET ボトルのマテリアルリサイクルにより繊維製品

やシート類（食品トレイのシートや日用品の包装など）へのカスケードリサイクルが多か

った。しかし、近年は技術が進んだこともあり、それらの用途が減少し（2006年度: 83%、

2023 年度:37.9%）、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルによる PET ボトルへの水

平リサイクルの量が増加している（2006年度: 14.4%、2023年度:54.7%）(PETボトルリサイ

クル推進協議会 HP, 2025b)。 

ちなみに、PETの燃焼時の単位重量当たりの熱量は約5,500 kcal/kgであり、PP（約10,500 

kcal/kg）や PE（約 9,600 kcal/kg）の半分程度であり、紙（約 4,000 kcal/kg）と近い発熱量で

あることから、サーマルリカバリーには適していない。 
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2.3 国内外の安全基準や規制 

本節では、廃棄されたプラスチックを再生プラスチック製品として使用する際、留意し

なければならない国内の安全基準や国外の規制等について執筆時点での最新情報と併せて

紹介する。 

 

2.3.1 国内の安全基準や規制 

現在、国内の化学物質管理規制のうち、次項で紹介する REACH 規則に最も近いものと

して「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（いわゆる化審法）が挙げられる

が、化審法は原則として製品中の化学物質については規制の対象外である (三島, 2017)。そ

のため本項では、国内のリサイクル材の安全基準に関するガイドラインとして 2024年に策

定された「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材料としてのリサイクル

材料の使用に関する指針」について紹介する。なお、二重鉤括弧で示す単語は本指針や食

品衛生法において定義された用語のため、定義の詳細については指針・法令本文 (厚生労

働省, 2024) を参照されたい。 

「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材料としてのリサイクル材料の

使用に関する指針」の目的は、『食品用器具及び容器包装』の原材料として『リサイクル

材料』を使用する際、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な管理水準に関する

要件を定め、『食品用器具及び容器包装』の安全性の確保を図ることを目的としている (厚

生労働省, 2024)。本指針が策定された背景には、2020 年施行の食品衛生法の改正法におい

て導入された合成樹脂製器具・容器包装のポジティブリスト制度がある。これは、安全性

を評価した物質のみ使用を認めるリスト（ポジティブリスト）に基づき、それ以外の物質

の使用は原則として禁止する制度である (厚生労働省, 2020)。本制度の対象となる材質は、

『合成樹脂』と定められており (厚生労働省, 2020)、再生プラスチック材料に関するリスク

管理の位置づけで「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材料としてのリ

サイクル材料の使用に関する指針」が示された (厚生労働省, 2024)。食品用器具又は容器包

装の原材料として適切な『リサイクル材料』の要件として、食品衛生法で定める『合成樹

脂』と同様にポジティブリスト制度に適合していなければならず (厚生労働省, 2024)、対象

となる物質は『合成樹脂の基本を成す基ポリマー』及び『合成樹脂の物理的または化学的

性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる添加剤』である 

(厚生労働省, 2019)。2025年 2月時点で基ポリマーが 71物質群、添加剤が 1665物質収載さ

れている (消費者庁, 2020)。対象物質数が多いため、具体的な物質名や使用制限量の紹介は

割愛する。 

 

2.3.2 国外の安全基準や規制 

(ア) RoHS指令 

RoHS 指令とは、欧州において上市する電気電子機器中の有害物質の使用制限に関する
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指令（The Restriction of the use of certain hazardous substances）で、2006年に発効した指令で

ある (EU, 2003)。2011年の改正により RoHS2となり1、電気電子機器の廃棄物による人の健

康と環境に及ぼすリスクの防止と、廃棄物となった電気電子機器に含有する有害物質の低

減によりリサイクルを促進し、欧州市場での電気電子機器の製造・輸入事業者の公平な競

争条件の確保を目的としている (EC, 2021)。表 2-1に使用が制限されている物質及びそれら

の最大許容濃度を示す。発効当初は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフ

ェニル（PBB）、ポリブロモジフェニルエーテル（PBDE）が対象物質であったが、2015

年の改正においてフタル酸エステル類 4 種類が追加された (EU, 2015)。なお、2018年に追

加候補物質としてテトラブロモビスフェノール A 及び中鎖塩素化パラフィンが提案され、

議論が続けられていたが、2024 年 12 月本提案は撤回されたことが発表されている (EC, 

2024)。 

 

表 2-1 RoHS指令における対象物質の最大許容濃度 (EU, 2015) 

物質名（略称） CAS番号 
最大許容濃度 

（重量比） 

鉛 (Pb) 7439-92-1 0.1% 

水銀 (Hg) 7439-97-6 0.1% 

カドミウム (Cd) 7440-43-9 0.01% 

六価クロム (Cr (VI)) 18540-29-9 0.1% 

ポリブロモビフェニル (PBB) －※ 0.1% 

ポリブロモジフェニルエーテル (PBDE) －※ 0.1% 

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (DEHP) 117-81-7 0.1% 

フタル酸ベンジルブチル(BBP) 85-68-7 0.1% 

フタル酸ジ(n-ブチル) (DBP) 84-74-2 0.1% 

フタル酸ジイソブチル (DIBP) 84-74-2 0.1% 

※異性体が複数存在するため、CAS番号の記載は省略する。 

 

(イ) REACH規則 

REACH 規則とは、欧州における化学物質の登録・評価・認可および制限に関する規則

（Regulation on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals）で、2007年

に発効した規則である(EU, 2006)。人の健康と環境の保護、欧州市場での物資の自由な流通

の確保と、欧州化学産業の革新と競争力の強化を目的とし、欧州で製造・輸入・使用する

物質そのもの・調剤中の混合物・成形品中の物質が対象である。製造・輸入事業者は登録

されていない物質を欧州で販売することができないため、欧州化学品庁（ECHA）の認可

を得る必要がある。この認可が必要な物質は認可対象物質と呼ばれる。認可対象物質には

その候補となる物質（認可対象候補物質）があり、表 2-2に示す要件を満たす場合、ECHA

への届出が必要である。さらに、認可対象候補物質を 0.1%（重量比）含有する成形品の受

 
1 本文中では特に断らない限り RoHS指令とする。 
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領者または消費者に対して、安全に関する情報を伝達（提供）する必要がある。また、指

定された条件内のみで製造・輸入・使用が可能である制限対象物質があり、条件は各物質

によって異なる。認可対象物質、認可対象候補物質、制限対象物質のリストはそれぞれ

Authorisation List (ECHA, 2023)、Candidate List of substances of very high concern for 

Authorisation (ECHA, 2025)、Restriction List (ECHA, 2024) として ECHAのウェブサイトにて

随時更新・公開されている。 

 

表 2-2 REACH規則において成形品中存在量の要件とそれに対し要求される義務 (御園生, 

2008)  

成形品中存在量の要件 要求される義務 

年間合計 1トン以上かつ当該物質が意図的に放出される 登録 

認可対象候補物質が 0.1％（重量比）かつ年間合計 1トン以上 届出 

制限対象物質ごとに異なる 使用制限 

認可対象候補物質が 0.1%（重量比） 情報伝達 

 

(ウ) TSCA 

TSCAとは米国における有害物質規制法（The Toxic Substances Control Act）で、1976年に

制定された法律である。有害な化学物質による人の健康または環境への影響の不当なリス

クを防止することを目的とし、米国で製造もしくは輸入される化学物質、混合物または化

学物質・混合物を含有する物品が対象である (環境省, 2015)。2016年、第 6条に（h）項が

追加され、2021 年および 2024 年の改正により残留性・生体蓄積性・毒性（Persistent, 

Bioaccumulative, and Toxic: PBT）を持つ化学物質（PBT 物質）、5 物質に関する許容閾値が

表 2-3のように規定されている (U.S. EPA, 2025)。ただし、PIP (3:1)に関しては、PIP (3:1)を

含む製品から再利用されたプラスチック製品については適用除外としている (U.S. EPA, 

2025)。 

 

表 2-3 TSCA第 6条(h)項記載の PBT物質に関する許容閾値  (U.S. EPA, 2025) 

物質名（略称） CAS番号 

非意図的な 

許容閾値 

（重量比） 

意図的な 

許容閾値 

（重量比） 

デカブロモジフェニルエーテル（DBDE） 1163-19-5 0.1% 禁止 

リン酸トリス（4-イソプロピルフェニル）

（PIP(3:1)） 

68937-41-
7 

0.1% 禁止 

2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール（2,4,6-TTBP） 732-26-3 規制なし 0.3% 

ヘキサクロロブタジエン（HCBD） 87-68-3 規制なし 禁止 

ペンタクロロチオフェノール（PCTP） 133-49-3 規制なし 1% 
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2.4 プラスチックに含まれる物質の分析方法 

安全性が懸念される物質については、国内外で様々な安全基準や規制が検討されており、

それらの一部については 2.3 で解説した。これらの懸念物質が再生プラスチック中に含ま

れているかどうかを測定によって確認することは、再生ブラスチックを安全に利用してい

くうえで重要である。本節では、プラスチックに含まれる物質の分析方法について、金

属・元素と有機化合物に分けて以下に概説する。 

 

2.4.1 金属・元素 

(エ) 誘導結合プラズマ質量分析法／誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP-MS / ICP-AES） 

プラスチック中の複数の金属や元素を一斉分析する方法として、誘導結合プラズマ質量

分析法（ICP-MS）や誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP-AES）が広く用いられている。

ICP-MSは、高温のアルゴン（Ar）プラズマ中に試料を導入して、試料中の元素をイオン化

させて、そのイオンの m/z（質量電荷数比）ごとにイオン個数を測定する方法で、m/zから

元素および同位体の同定を行い、イオンの個数から定量を行うものである。ICP-AES は、

高温の Arプラズマ中に試料を導入して、励起された元素が基底状態に戻る際に放出される

光を分光し、その波長から元素の定性、強度から定量を行うものである。プラスチック試

料にレーザー照射して気化させた元素を ICP に直接導入することもあるが、多くの場合、

プラスチック試料から硫酸灰化や酸分解などの前処理を行い、溶液化した試料を分析に供

する。 

懸念物質とされている鉛（Pb）やカドミウム（Cd）や水銀（Hg）についての電気電子製

品中の精密分析については、国際電気標準会議（IEC）の国際規格 IEC 62321-5 (IEC, 2013a) 

において、ICP-MS や ICP-AES を用いた方法が記載されている。Hgやクロム（Cr）につい

て、ICP-MSや ICP-AESによる分析は可能であるが、それらの形態を分けて測るためには、

液体クロマトグラフィー（LC）を ICPの前段に付けるなどの工夫が必要となる。 

 

(オ) 蛍光 X線分析（XRF） 

プラスチック中の金属や元素を一斉分析する方法として、液中に抽出するなどの前処理

が不要で固体試料を直接計測できる蛍光 X線分析（XRF）がある。試料に X線を照射した

際に発生する元素固有のエネルギー（波長）を持つ蛍光 X線（特性 X線）の波長から元素

の定性を行い、X 線の強度から定量を行うものである。不規則な形状の固体をそのまま分

析することも可能ではあるが、多くの場合、加圧成型により平板を作成して分析に用いる。 

懸念物質とされている Pb、Cd、Hgの一斉分析が可能である。IEC 62321-3-1 (IEC, 2013b) 

において、電気電子製品中のこれらの金属などの簡易分析（スクリーニング）法として、

XRFが取り上げられている。 

 

(カ) 原子吸光法（AAS） 
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プラスチック中の目的の金属や元素を分析する方法として、原子吸光法（AAS）がある。

分析対象の元素原子特有の波長の光が原子化させた試料中を通過する際に吸収される光量

から目的の元素の濃度を求める方法である。試料を原子化する手法として、炎を用いて原

子化するフレーム AAS法、グラファイト管に大電流を流した際の熱を用いて原子化する黒

鉛炉 AAS法、試料溶液中の 2価の水銀イオン（Hg2+）に塩化スズ (II) （SnCl2）を加えて 0

価の原子状の水銀に還元する還元気化 AAS法、試料中の水銀を管状炉で気化させた後に金

アマルガムとして吸着させたものを再加熱してガス化する加熱気化 AAS法などがある。こ

れらの分析を行う前に、プラスチック試料から硫酸灰化や酸分解などの前処理を行い、試

料を溶液化することが必要である。 

懸念物質とされている Hgの電気電子製品中の精密分析法として、還元気化 AAS法や加

熱気化 AAS法が IEC 62321-4 (IEC, 2017a) に記載されている。 

 

(キ) その他の手法 

電気電子製品中の六価クロムの分析法としては、IEC 62321-7-1 (IEC, 2015a) でアルカリ

分解/比色法が記載されている。この方法では、プラスチック試料を 250 nm 以下に粉砕し

た上で、炭酸ナトリウムおよび水酸化ナトリウムの混合アルカリ溶液中で熱を掛けて抽出

した後、ジフェニルカルバジド試薬を添加して、吸光光度法で吸光度を測定するというも

のである。 

 

2.4.2 有機化合物 

(ア) ガスクロマトグラフィー-質量分析法（GC-MS）/-タンデム質量分析法（GC-MSMS） 

プラスチック中の有機化合物は、溶媒中に抽出した上で、ガスクロマトグラフィー-質量

分析法（GC-MS）で分析する方法が良く用いられている。GC は、抽出液をヘリウム（He）

などのキャリアガスと共にカラムに注入すると、カラムとの相互作用の違いによりカラム

から出てくる時間が化合物によって異なることを利用して複数の化合物を分離するという

手法である。MS では、カラム出口から出てきたそれぞれの化合物に電子を衝突させるこ

とで断片化（フラグメント化）およびイオン化し、その m/z（質量電荷数比）ごとにイオ

ン個数を測定する方法で、フラグメントの m/z の組成比（マススペクトル）から化合物の

同定を行い、イオンの個数から定量を行うものである。また、夾雑物の多い試料や微量成

分に対して精度の高い分析をすることが求められる場合には、GC-MS でフラグメント化さ

れた特定のイオンを対象に再度フラグメント化・イオン化を行う GC-MSMS が用いられる

こともある。また、ガスクロマトグラフィーへの試料の導入では、抽出液でなく直接プラ

スチック試料を加熱して GCに導入する方法が用いられることもある。 

電気電子製品中のポリ臭素化ビフェニル（PBB）やポリ臭素化ジフェニルエーテル

（PBDE）を GC-MSで分析する方法については IEC 62321-6 (IEC, 2015b) に、フタル酸エス

テル類（DIBP、DBP、BBP、DEHP）を GC-MS で分析する方法については IEC 62321-8 
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(IEC, 2017b) に記載されている。 

 

(イ) 液体クロマトグラフィー-質量分析法（LC-MS）/-タンデム質量分析法（LC-MSMS） 

プラスチック中の有機化合物の分析で、特に揮発性の低いものについては、溶媒中に抽

出した上で、液体クロマトグラフィー-質量分析法（LC-MS）が使用されることも多い。

LCでは、移動相が液体であるが原理は上記の GCと同様で、カラムとの相互作用の違いに

よりカラムから出てくる時間が化合物によって異なることを利用して複数の化合物を分離

するという手法である。LCで用いられる MSでは、フラグメント化しにくいソフトなイオ

ン化を行った上で、イオンの個数から定量を行う。LC-MSMS は、LC-MS で得られた特定

のイオンを対象に再度フラグメント化・イオン化を行って分析する方法である。 

 

(ウ) その他の分析法 

プラスチック中の有機化合物のノンターゲット分析（対象物質を決めずに網羅的に含ま

れている化合物を計測する分析）を行う際には、上記のGCやLCの検出部に飛行時間形質

量分析計（TOFMS）という質量をより精密に計測できる装置を用いた GC-TOFMS や LC-

TOFMS が用いられることもある。TOFMS は、イオン化した化合物やそのフラグメントが、

電位差で加速されて無電場のフライトチューブ内を飛行する時間がイオンの質量によって

異なることを応用した手法である。 

 

参考文献 

IEC, 2013a, Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-1: Screening - 

Lead, mercury, cadmium, total chromium and total bromine by X-ray fluorescence spectrometry, 

IEC 62321-3-1 (IS). 

IEC, 2013b, Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 5: Cadmium, lead 

and chromium in polymers and electronics and cadmium and lead in metals by AAS, AFS, ICP-

OES and ICP-MS. IEC 62321-5 (IS). 

IEC, 2015a, Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 6: Polybrominated 

biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in polymers by gas chromatography -mass 

spectrometry (GC-MS), IEC 62321-6 (IS). 

IEC, 2015b, Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 7-1: Hexavalent 

chromium - Presence of hexavalent chromium (Cr(VI)) in colourless and coloured corrosion-

protected coatings on metals by the colorimetric method. IEC 62321-7-1 (IS). 

IEC, 2017a, Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 4: Mercury in 

polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS, IEC 62321-4 
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IEC, 2017b, Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 8: Phthalates in 
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polymers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), gas chromatography-mass 

spectrometry using a pyrolyzer/thermal desorption accessory (Py-TD-GC-MS), IEC 62321-8 

(IS). 
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3 再生プラスチック試料の分析事例 

2.4 ではプラスチックに含まれる物質のさまざまな分析方法について概説したが、本章

では、その中の一部の方法を用いて筆者らが実施した再生プラスチック試料の分析事例を

紹介する。分析に先立ち、筆者らは再生プラスチック製造事業者 9 社の協力を得て、PPと

PEを中心に、46種の再生プラスチック試料を収集した。3.1では収集した試料の概要、3.2

ではフーリエ変換赤外分光分析法（FT-IR）による樹脂分析、3.3 では可搬型蛍光 X線分析

装置（XRF）による元素分析、3.4 では熱脱着ガスクロマトグラフィー／質量分析法（TD-

GC/MS）による有機化合物の分析、について述べる。 

 

3.1 収集した再生プラスチック試料の概要 

2023 年 4 月から 10月にかけて、関東を中心とした再生プラスチック製造事業者 13社に

対してアンケート調査を実施し、そのうち 9 社のリサイクル施設から再生プラスチックを

46 試料収集した。また試料を収集する際には、①プラスチック種類、②原料とした廃プラ

スチックの由来、③性状、④原料プラスチック分別方法、⑤洗浄方法、⑥ペレットの想定

用途に関する情報をヒアリングにより得た。 

 

3.1.1 再生プラスチック試料の種類・原料・性状 

収集した再生プラスチック試料の種類（材質）は、PEリッチ（PE・PP混合で PEの割合

が高いもの）が 26 試料、PP リッチ（PE・PP 混合で PP の割合が高いもの）が 17 試料、

PE・PP 混合（PEと PP が同程度含まれたもの）が 2試料、PSリッチ（PSを主成分とする

もの）が 1試料であった。 

収集した再生プラスチック試料の原料は、容器包装リサイクル法回収プラスチック（以

下「容リプラ」という）が 14試料、容器包装材が 11試料、産業利用済製品が 13試料、工

場端材が 8試料であった。 

回収したプラスチックを破砕・洗浄・乾燥させた角片状の試料を「フレーク」 (PETボト

ルリサイクル推進協議会 HP)、フレークを溶解して均一化した粒状のものを「ペレット」

という。収集した再生プラスチック試料 46試料の内訳は、フレークが 7試料、ペレットが

38試料、その他が 1試料であった。 

 

3.1.2 再生プラスチック試料の分別方法 

収集した再生プラスチック試料の製造工程では、46試料中 44試料で何らかの原料分別を

行っていた。分別工程が最も多い試料では、手選別、金属除去、光学式選別、水比重分離、

風力・振動選別、レーザーフィルターもしくはスクリーンメッシュによる分別を行ってい

た。 

 

3.1.3 再生プラスチック試料の洗浄方法 
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収集した再生プラスチック試料の製造工程では、46試料中 34試料で何らかの洗浄が行わ

れており、そのうち 25試料で水洗浄が、9試料で高圧摩擦水洗浄が行われていた。残り 12

試料については洗浄無しであった。容リプラを原料とする試料のすべてと、容器包装材を

原料とする試料のほとんどで洗浄が行われていた。 

 

3.1.4 再生プラスチック試料の用途・想定用途 

収集した再生プラスチック試料の用途（または想定用途）は、産業用製品が 19試料、消

費者製品が 8試料、産業用・消費者用の複数用途があるものが 16試料、不明が 3試料であ

った。 

 

図 3-1 収集した再生プラスチック試料の特徴 
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3.1.5 試料写真 

図 3-2に入手したペレット試料の一例を示す。 

 

図 3-2 再生プラスチックペレット試料の一例 

 

参考文献 

PETボトルリサイクル推進協議会, 2025. PETボトル Q&A 「リサイクル手法」 [WWW 

Document]. PETボトルリサイクル推進協議会. URL https://www.petbottle-

rec.gr.jp/qanda/sec5.html (accessed 5.7.25). 

経済産業省, 2023. 経済産業省生産動態統計 [WWW Document]. 経済産業省. URL 

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html (accessed 5.7.25). 

 

混合プラスチック 低密度ポリエチレン ポリエチレン 
ポリプロピレン 

https://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec5.html
https://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec5.html
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html
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3.2 フーリエ変換赤外分光分析法（FTIR）を用いた再生プラスチック試料の分析事例 

フーリエ変換赤外分光分析法（Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FT-IR）は、測定対

象物固有の赤外線の吸収スペクトルを読み、対象物の特性を分析する赤外分光法の一種で

あり、プラスチックやゴム等の有機材料の材質判定などに利用されている。本節では、筆

者らが行った FT-IRを用いた再生プラスチック試料の材質の分析例を紹介する。 

 

3.2.1 方法 

(ア) 再生プラスチック試料 

再生プラスチック試料は、再生プラスチック製造事業者から入手し（3.1 参照）、分析を

行うまで室温・暗所で保管した。本分析実施例では、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレ

ン（PP）、それらの混合物、ポリスチレン（PS）を主成分とする図 3-2 に示すようなペレ

ット試料を分析に供した。 

 

(イ) 試料の準備 

FT-IR では、再生プラスチックペレット試料をそのまま分析することが可能である。し

かし、全反射測定（ATR）法を用いて固体試料の分析を行う場合、試料のプリズムへの密

着具合や押し付け強さによって、ピーク強度が変化する。よって、PE 又は PP ペレット試

料については、カッターにより真ん中から切断し、切断面をプリズムに密着させるように

した。PS ペレット試料については、カッターでの切断が容易でなかったことから、ペレッ

トの形状のまま分析した。ペレット試料は手のタンパク質、皮脂、汗などが付着しないよ

うにピンセット又は手袋を使用して取り扱った。カッターで切断したペレット試料は、切

断面を触れないようにした。後述の結果に示すように、保管時のPE袋には滑剤（成形加工

時の摩耗低減、フィルム同士の密着防止）が使われている場合があり、ペレットを測定す

ると滑剤の赤外吸収スペクトルがみられることがある。カッターで切断したペレット試料

を用いることで、表面に付着した異物の寄与を排除することができる。 

 

(ウ) 装置と実験条件 

本分析実施例では、島津製作所製 IRSpirit-Tを使用した。分析条件を表 3-1に示す。付属

のライブラリ（標準ライブラリ、ならびに加熱劣化プラスチックライブラリおよび紫外線

劣化プラスチックライブラリ）により、試料の主成分を同定した。また、PP、PE、PS、ポ

リエチレンテレフタレート（PET）の主要なスペクトルのピークの有無から、各成分の混

入の有無を判断し、混入されると考えられた成分のライブラリのスペクトルを用いて、そ

の重ね合わせが検体のスペクトルにあうように、各成分の割合を大雑把に推定した。重ね

合わせの割合は、マイクロソフト社 Excel のソルバー機能を用いて、検体のスペクトルと

重ね合わせのスペクトルの最小二乗誤差の和が小さくなるようにして求めた。本方法で得

られる各成分の割合は、あくまでライブラリのスペクトルの重ね合わせの結果であり、厳
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密なものではないが、おおよその傾向を知ることができる。 

 

表 3-1 FT-IR装置の設定条件 

測定法 全反射測定(ATR: Attenuated Total Reflection) 

波数範囲 400―4000 cm-1 

積算回数 32回 

分解能 4 cm-1 

アポダイズ関数 Happ-Genzel 

 

3.2.2 結果 

装置付属のライブラリにより同定した試料の主成分は、試料入手時に再生プラスチック

製造事業者から聞いているものと基本的に一致していた。ただし、試料によっては、その

他の成分の混入も示唆された。 

一例として、容器包装リサイクル法に基づく家庭ごみを原料とした PE および PPを主成

分とする再生プラスチックペレットを FT-IRによって測定した結果を図 3-3に示す。図 3-4

は、図 3-3 の赤枠の囲みを拡大したものである。この再生プラスチックペレットには、PP

と PE以外に PSや PETが含まれていることが示唆された。一般に、容器包装リサイクル法

に基づく家庭ごみを原料とした PPや PEの再生プラスチックでは、PS（692 cm-1付近にピ

ーク）や PET（1090、1236、1714 cm-1付近にピーク）が含まれる傾向が見られた。一方、

PE又は PPを主成分とした工場端材では PSや PETの含有はほとんど見られなかった。 
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図 3-3  FT-IRによる再生プラスチック試料の組成の解析例 1 

一番上のグラフの実測は、PP及び PEを主成分とする再生プラスチックペレットの FT-IRスペクトル、予

測は、2から 5番目の PE、PP、PS、PETの各ライブラリのスペクトルを重ね合わせたもの。ライブラリ

データは島津製作所製 IRSpirit-T に付属のライブラリを使用した。 
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図 3-4 FT-IRによる再生プラスチック試料の組成の解析例 2 

図 3-3の赤の枠の囲みを拡大したもの。 

 

別の PEを主成分とする再生プラスチックペレットの解析例を図 3-5に示す。この再生プ

ラスチックペレットには、PSや PETの混入はないが、プラスチックの充填剤として使われ

る炭酸カルシウム CaCO3 が含まれることが示唆された。再生の過程で、炭酸カルシウム

CaCO3は取り除かれずに残ると考えられた。 
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 図 3-5 FT-IRによる再生プラスチック試料の組成の解析例 3 

一番上のグラフの実測は、PEを主成分とする再生プラスチックペレットの FT-IRスペクトル、予測は、2

から 5番目の PE、PP、PS、PETの各ライブラリのスペクトルを重ね合わせたもの。一番下のグラフは、

プラスチックの充填剤として使われる炭酸カルシウム CaCO3のスペクトル。ライブラリデータは島津製作

所製 IRSpirit-T に付属のライブラリを使用した。 
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さらに別の PEを主成分とする再生プラスチックペレットの解析例を図 3-6に示す。一番

上のグラフに、ペレットを切断したものとペレット表面をそのまま測定したものを重ねて

示した。ペレット表面では、矢印で示したところにピークがみられた。これらのピークは

PE 袋の滑剤などで使われるステアリン酸アミドやオレイン酸アミドのスペクトルのピーク

と一致した。ペレット内部からは検出されないことから、保管時の PE袋の滑剤の寄与と考

えられた。 

 

 

図 3-6  FT-IRによる再生プラスチック試料の組成の解析例 4 

一番上のグラフは、PEを主成分とする再生プラスチックペレットの FT-IRスペクトル（ペレット中はペレ

ットを切断したもの、ペレット表面はペレットをそのまま測定したもの）、2番目と 3番目のグラフは、プ

ラスチックの滑剤として使われるステアリン酸アミドやオレイン酸アミドのスペクトル。ライブラリデー

タは島津製作所製 IRSpirit-T に付属のライブラリを使用した。 

 

3.2.3 まとめ 

本節では、FT-IR を用いた再生プラスチック試料の原料の分析事例を示した。FT-IR で測

定できるのは数パーセント程度含有されている成分のみだが、FT-IR は比較的安価で簡易

な装置であり、再生プラスチックの主成分の確認に加えて、予期しないプラスチックや添

加剤の混入が評価できる。FT-IR で得られる情報は、混入の可能性がある有害物の予測や、

確認された有害物の起源を推定する上でも、重要な基礎となる。参考情報として、分析機

器メーカーによる FT-IR を用いた再生プラスチック測定のアプリケーション例を参考文献

覧に示す。  
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参考文献：分析機器メーカーのアプリケーションノート 

アジレント・テクノロジー, 2023. FTIR 分光分析によるライフサイクルを通じたプラスチッ

クの材料同定、Agilent Cary 630 FTIR と ATR を用いたプラスチックのポリマーの種類

の同定. URL https://www.chem-agilent.com/appnote/pdf/an-plastic-life-cycle-cary-630-5994-

6145ja-jp-agilent.pdf (accessed 5.7.25). 

島津製作所, 2018a. Application News No. A580 「FTIR によるリサイクルプラスチックの定量

分析 ‒個別算出法‒」. URL 

https://www.an.shimadzu.co.jp/sites/an.shimadzu.co.jp/files/pim/pim_document_file/an_jp/appl

ications/application_note/19492/an_a580.pdf (accessed 5.7.25). 

島津製作所, 2018b. Application News No. A581 「FTIR によるリサイクルプラスチックの定

量分析 ‒混合比算出法‒」. URL 

https://www.an.shimadzu.co.jp/sites/an.shimadzu.co.jp/files/pim/pim_document_file/an_jp/appl

ications/application_note/19493/an_a581.pdf (accessed 5.7.25). 

パーキンエルマー, 2021. 第 23回 FTIRによる品質検査 -良品のばらつきを考慮する-URL 

https://www.perkinelmer.co.jp/support/labblog/ftir/article23/ (accessed 5.7.25). 

https://www.an.shimadzu.co.jp/sites/an.shimadzu.co.jp/files/pim/pim_document_file/an_jp/applications/application_note/19492/an_a580.pdf
https://www.an.shimadzu.co.jp/sites/an.shimadzu.co.jp/files/pim/pim_document_file/an_jp/applications/application_note/19492/an_a580.pdf
https://www.perkinelmer.co.jp/support/labblog/ftir/article23/
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3.3 可搬型蛍光 X線分析装置を用いた再生プラスチック試料の分析事例 

蛍光 X 線分析（X-ray fluorescence spectrometry, XRF）は、試料に X線を照射して発生す

る蛍光 X 線のエネルギーと強度から試料中に存在する元素の種類や濃度を計測する方法で

ある。 

XRF は検出機構によって装置構成が大きく変わり、波長分散型 X 線分析（Wavelength-

dispersive X-ray fluorescence, WDXRF）とエネルギー分散型 X 線分析（Energy-dispersive X-

ray fluorescence, EDXRF）の 2つに分けられる。近年では環境や廃棄物分野において、また

RoHS指令対応への文脈から、オンサイト分析も可能な可搬型 EDXRFが利用可能となって

いる。本節では、可搬型 EDXRF を用いた再生プラスチック試料の元素分析例を紹介する。 

 

3.3.1 方法 

(ア) 再生プラスチック試料 

再生プラスチック製造事業者から再生プラスチックペレット試料 38 試料を入手し（3.1

および図 3-2参照）、分析を行うまで室温暗所で保管した。各試料の材質（主成分）は、ポ

リエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、PEと PPの混合物、ポリスチレン（PS）であっ

た。 

 

(イ) 試料調製 

ペレット試料は加圧成形機を使用して 30 mm×30 mm×3 mmのディスクに成形し（図 3-7）、

1ディスクにつき 5箇所の元素濃度を測定して、その平均値をその試料の元素濃度とした。

検出下限値はメーカーから提供された値（PE樹脂を 60秒測定したときの 3σに基づく値）

を用い、元素濃度が検出下限値以下の場合は、検出下限値の 1/2 を濃度と仮定して統計解

析を行った。 
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図 3-7 再生プラスチックペレット試料（ディスク） 

 

(ウ) 測定条件 

試料中の元素含有量は可搬型蛍光 X線分析計（可搬型 EDXRF）（エビデント製、VANTA 

VCA）を用いて測定した。可搬型EDXRFの主な仕様を表 3-2に示す。測定条件はRoHSモ

ードとし、測定時間は 1回の照射につき 60秒とした。 

可搬型 EDXRFの分析値の妥当性を確認するため、欧州 JRC製の低密度 PE樹脂中元素分

析精度管理用標準物質 ERM-EC680m及び ERM-EC681mを測定し、As, Br, Cd, Cr, Hg, Sb, Pb, 

Znの認証値と可搬型 EDXRFによる測定値の比較を行った。得られた測定値はCrを除く元

素で認証値の±20%であった。Cr の測定値は認証値に対して高めであったが（認証値の

144%及び 169%）、参考値として結果に含めた（表 3-3）。 
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表 3-2 使用した可搬型 EDXRFの主な仕様（エビデント製 VANTA VCA） 

X線管、フィルター X-ray tube, 50kV, Cu 350μm  

X-ray tube, 30kV, Al 2mm 

ターゲット材 Ag 

検出器 Silicon Drift Detector 

分解能 <140eV 

RoHS モード 

サンプルサイズ 30mm(w) ×30mm (d)×3mm (t) 

定量方法 

  樹脂モード: 検量線法 

対象元素の検出下限値 (PE)   

Cr 4 mg/kg 

Hg, As, Br, Pb, Sb 2 mg/kg 

Cd 3 mg/kg 

Cl 500 mg/kg 

その他の元素* 4 mg/kg 

*その他の元素は Ag, Au, Ba, Bi, Ca, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Sr, Ti, Zn, Zr の 17元素が含まれる。 

 

表 3-3  低密度 PE樹脂中元素分析精度管理用標準試料の分析結果（n=5） 

    Cr Zn As Br Cd Sb Hg Pb 

ERM- 
EC680m 

(PE) 

測定値 (mg/kg) 16  204  4  189  19  <2 3  14  

認証値 (mg/kg) 10  194  5  181  21  10  3  11  

回収率(%) 169  105  77  105  90  - 114  121  

ERM- 
EC681m 

(PE) 

測定値 (mg/kg) 65  1280  21  1444  123  71  8  65  

認証値 (mg/kg) 45  1170  17  1430  146  86  10  70  

回収率(%) 144  109  124  101  84  83  82  94  

 

3.3.2 結果 

表 3-4に再生プラスチックペレット中の元素濃度を示す。RoHS指令の許容濃度が設定さ

れている 4元素（Cd, Cr(VI), Hg, Pb）のうち、Cdは 38試料中 1試料で最大許容濃度を（100 

mg/kg）を超過した。Cd が基準値を超過した再生プラスチックペレット試料の原料は産業

利用済みのパレットであり、プラスチックの着色剤としても使用される黄色顔料（カドミ

ウムイエロー）の混入などが可能性として考えられた。 
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表 3-4 再生プラスチックペレット中元素濃度（mg/kg） 

元素 検出率(%) 検出 

下限値 

平均値 標準偏差 RoHS 

許容濃度 

Ag 0 <4 <4   

As 5 <2 <2   

Au 34 <4 <4   

Ba 45 <4 187 520  

Bi 39 <4 <4   

Br 32 <2 7.1 19  

Ca 100 <4 5900 10000  

Cd 5 <3 8.0 39.8 100 

Cl 8 <500 <500   

Co 3 <4 6.0 25  

Cr* 8 <4 4.2 13 1000 

Cu 97 <4 54 55  

Fe 92 <4 270 230  

Hg 3 <2 <2 6.0 1000 

Mn 5 <4 2.9 5.0  

Mo 3 <4 4.4 15  

Ni 100 <4 62 60  

Sb 16 <2 5.5 14  

Se 5 <4 2.1 6.1  

Sn 39 <4 4.8 7.0  

Sr 66 <4 9.3 8.3  

Ti 82 <4 5600 6800  

Pb 53 <2 4.2 5.8 1000 

Zn 89 <4 110 150  

Zr 5 <4 2.2 0.8  

*測定値は全 Cr濃度、RoHS許容濃度は Cr(VI)濃度を示す。 
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図 3-8  再生プラスチックペレット中 RoHS指令対象元素濃度（mg/kg) 

（縦軸はペレット中濃度、横軸は試料 ID） 
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3.4 熱脱着ガスクロマトグラフィー／質量分析法を用いた再生プラスチック試料の分析

事例 

熱脱着ガスクロマトグラフィー／質量分析法（Thermal desorption gas chromatography mass 

spectrometry, TD-GC/MS）は、揮発性物質の代表的な分離分析法であるガスクロマトグラフ

ィー／質量分析法（GC/MS）の試料前処理法として熱脱着法を採用した機器分析法であり、

プラスチックや環境試料中に含有される揮発性成分のスクリーニング分析に利用されてい

る (Zhang et al., 2023; Seeley and Lynch, 2023; Akoueson et al., 2021; International Electrotechnical 

Commission, 2021; 渡辺, 2024)。本節では、TD-GC/MS を用いた再生プラスチック試料の分

析について概説すると共に、筆者らが行った分析例を紹介する。なお、本方法の開発に至

る背景や、手法開発に関する検討事項の詳細については、Appendix Aを参照されたい。 

 

3.4.1 熱脱着ガスクロマトグラフィー／質量分析法（TD-GC/MS） 

TD-GC/MS は、①熱脱着による試料成分の抽出、②GC による試料成分の分離、及び③

MSによる試料成分の検出、といった 3つの過程からなり、図 3-9に示すようなパイロライ

ザを備えた GC/MS装置（Py-GC/MS）が用いられている。 

 

図 3-9 パイロライザを備えたGC/MS装置の概要 

 

(ア) 熱脱着(Zhang et al., 2023; Seeley and Lynch, 2023; Akoueson et al., 2021; 渡辺, 2024) 

TD-GC/MS の熱脱着には、パイロライザが用いられる。パイロライザは、サンプルカッ

プ等に分取した試料を加熱炉によって 350 °C程度まで加熱し、熱的に脱着した揮発性成分

やプラスチック部材の熱分解で生じた成分を GC/MS装置に導入する装置である。最近では、

昇温プログラム機能や自動の試料投入装置を備えたパイロライザも市販されており、分析

者は目的や用途に適した装置を選択することが可能となっている。パイロライザを用いて

プラスチック部材を熱分解することも可能だが、再生プラスチックのリスク評価において

は、試料に含まれる添加剤等が主な分析対象となるため、熱分解よりも熱脱着を目的とす

る場合が多い。加熱炉や GC 装置との接続インターフェースの温度条件を決定する際には、

キャリアガス
（ヘリウム等）

パイロライザ

ガスクロマトグラフ
（GC装置）

質量分析計
（MS装置）

気化した成分：GC装置へ導入

試料
（プラスチック
材料等）

加熱炉

キャリアガスの流れ

パイロライザの拡大図

【TD-GC/MSの概要】

①パイロライザによる
試料成分の熱脱着

② GCによる試料成分の分離

③ MSによる試料成分の
構造解析と定量

分離カラム
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分析対象成分の熱分解に留意する必要がある。また、分析対象成分と接触する可能性のあ

るサンプルカップ等の消耗品は、分析対象成分の吸着が生じづらい材質のものを選択する

ことで、分析対象成分の 損失を防ぐことができる。また、熱脱着過程には試料の厚さや形

なども影響する。試料形状の影響を取り除き、再現性よく分析を行うために、溶媒を用い

た固体試料からの成分溶出（又は溶解）によって得られた試料溶液をサンプルカップに導

入し、溶媒を揮発させた後に分析を行う方法も考案されている。 

 

(イ) ガスクロマトグラフィー（GC） 

GC は、気体や揮発性物質の分離分析に有効な手法である。GC 装置の注入口で気化され

た試料成分は、移動相ガスの流れに乗って装置内を移動し、分離カラム内で固定相との相

互作用の差に応じて分離される。各種メーカーにおいて様々な特徴を持った分離カラムが

開発されており、プラスチック試料に含まれるフタル酸エステル類や臭素系難燃剤等の添

加剤を分析対象とする場合は、これらの分離に特化したカラムを選択することで、分析時

間を短縮することや分析値の信頼性を高めることが可能となる。試料成分の検出には、後

述する質量分析計や水素炎イオン化検出器（Flame ionization detector, FID）等が用いられて

いる。GCの測定結果は、横軸に分析時間、縦軸に検出器における検出強度をプロットした

クロマトグラムと呼ばれるグラフとして得られ、クロマトグラム上のピーク面積の大きさ

を基準にして、各成分の定量を行う。 

 

(ウ) 質量分析法（MS） 

MS は試料成分をイオン化し、質量電荷比（m/z）に応じて分離したのちに検出する機器

分析法であり、前述の GC や液体クロマトグラフィー等の空間的な分離法と組み合わせて

用いられることも多い。GC/MS で用いられるイオン化法には、電子イオン化（Electronic 

ionization, EI）法と化学イオン化（Chemical ionization, CI）法がある。EI法では、各成分が

そのままイオン化した分子イオンよりも成分ごとに固有のフラグメントイオンのパターン

を観測することができ、これをデータベースと比較することで成分の同定が可能となる。

一方 CI法は、EI法と比較して分子イオンが検出されやすいという特徴がある。再生プラス

チック試料の分析では、これらのイオン化法ごとの特徴を把握し、目的や分析対象成分の

種類に応じて適したイオン化法を選択する必要がある。 

イオンの分離方式には、四重極型、飛行時間型、及び磁場型などの分離方式がある。四

重極型は最も汎用される方式であり、スクリーニング分析から微量成分の定量分析まで幅

広い用途に用いることができる (吉野, 2017)。特定の添加剤のスクリーニングや品質管理を

目的とした再生プラスチック試料の分析においては、四重極型の MS 装置が有用である。

四重極型の MS 装置では、任意の m/z 範囲内のイオンを網羅的に検出するスキャンモード

と、選択した m/z のイオンを検出する選択イオンモニタリングモード（Selected ion 

monitoring, SIM）を使い分けることができ、前者は主にスクリーニングや半定量分析、後
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者は定量分析に用いられている。スキャンモードによる測定は、再生プラスチックの成分

を推定することが困難な場合に有効であり、試料成分をスキャンモードで網羅的に測定し

た結果を主成分分析等の統計的手法を用いて解析することで材料の由来を判別するような

取り組みも報告されている (山﨑ら, 2025a)。また、コリジョンセルを挟んで二つの四重極

を連結させたタンデム四重極型 MS 装置を用いることで、選択性や検出感度を向上させる

ことができる (吉野, 2017)。一方、再生プラスチック成分の構造決定が目的の場合、被測定

イオンの精密質量を測定可能なイオントラップ型、飛行時間型、又は磁場型の MS 装置を

利用することで、四重極型よりも高い正確性で構造を決定することが可能となる(吉野, 

2017; MOHRING and ヴィンセント, 2018)。 

 

3.4.2 分析実施例 

(ア) 実験 

I. 試薬 

再生プラスチック試料に含有する化学物質の溶出にはテトラヒドロフラン（THF、関東

化学製、特級）を用いた。 

 

II. 再生プラスチック試料 

再生プラスチック試料は、再生プラスチック製造事業者から入手し（3.1 参照、試料の

一例は図 3-2）、分析を行うまで室温・暗所で保管した。なお、本稿ではポリプロピレン

（PP）の分析事例を紹介する。 

 

III. 試料調製 

Py-GC/MS を用いた分析では、再生プラスチック試料を固体のまま分析することが可能

であるが、本稿では溶媒による成分溶出を行った試料の測定法を紹介する。図 3-10に試料

調製に用いた器具を示す。ガラスバイアルに分取した再生プラスチック試料ペレット 30 

mgに 1 mLの THFを加えて、一週間静置することで試料成分を溶出した。この溶出液の一

部（例：50 µL）をマイクロシリンジでサンプルカップ（フロンティアラボ製、Eco-Cup LF、

80 µL）に分取し、50 °Cのオーブン内で溶媒を揮発させ、分析試料とした。 

 

図 3-10 試料調製に用いた器具 

カップスタンド 

サンプルカップ マイクロシリンジ 

試料バイアル 
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IV. 装置と実験条件 

本分析実施例では、オートサンプラー（フロンティアラボ製、AS-1020E）を備えたパイ

ロライザ（フロンティアラボ製、 EGA/PY-3030D）と接続した GC/MS装置（アジレント・

テクノロジー製、6890/5975）を使用した。分析条件を表 3-5に示す (羽成ら, 2024a)。 

 

(イ) 結果 

図 3-11に 8種類のフタル酸エステル類を含んだポリ塩化ビニル（NMIJ CRM 8156-a）(計

量標準総合センター, 2025)（A 及び B）とポリプロピレン（PP）を主成分とする再生プラ

スチックペレット（C及びD）をTD-GC/MS法によって測定した結果を示す。図 3-11（A）

及び（C）は全イオン電流クロマトグラム（TICC：設定したスキャン範囲において取得し

たマススペクトルから求められる全イオン電流値をプロットしたクロマトグラム (日本質

量分析学会用語委員会 編, 2020) を、図 3-11（B）及び（D）は TICCからフタル酸エステル

類の検出に用いられる m/z 149 の値を抜き出した抽出イオンクロマトグラム（EIC）を示し

ている。各 TICC では、比較的短い保持時間を示すピークが多く検出されると共に、これ

らのピーク面積も保持時間の長い成分と比較して大きかった。これらは、再生プラスチッ

クに含まれる化学物質は高沸点成分よりも低沸点成分が種類も量も多いことを示唆してい

る。また、m/z 149の EICについて、NMIJ CRM 8156-aと PPの分析結果を比較すると、今

回分析を行った再生プラスチックペレットには、フタル酸ジブチル、フタル酸ジペンチル、

フタル酸ジヘプチル、フタル酸ジヘチルヘキシル、及びフタル酸ジオクチルが含まれてい

ることが示唆された。 

 

表 3-5 Py-GC/MS装置の設定条件の一例 

 

装置 パラメータ 条件 

パイロライザ 加熱炉温度 200 °C（20 °C/min） 

→300 °C（5 °C/min） 

→340 °C（1 min保持） 

インターフェース温度 300 °C 

GC 注入法 スプリット注入法 

（スプリット比 50:1） 

注入口温度 300 °C 

移動相 ヘリウム 

流量 1.1 mL/min 

カラム UA-PBDE 

オーブン温度 50 °C（1 min保持、20 °C/min） 

→200 °C（100 °C/min）→340 °C 

MS インターフェース温度 300 °C 

イオン源温度 300 °C 

四重極温度 150 °C 

スキャン範囲 m/z 50から m/z 550 
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図 3-11 TD-GC/MSによる再生プラスチック試料の分析例 

（A）NMIJ CRM 8156-a の TICC、（B）NMIJ CRM 8156-a の EIC（m/z 149）、（C）再生 PP試料の TICC、

（D）再生 PP試料の EIC（m/z 149）。（B）と（D）の数字はそれぞれ次のフタル酸エステル類を示す。1：

フタル酸ジメチル、2：フタル酸ジエチル、3：フタル酸ジプロピル、4：フタル酸ジイソブチル、5：フタ

ル酸ジブチル、6：フタル酸ジペンチル、7：フタル酸ベンジルブジル、8：フタル酸ジヘキシル、9：フタ

ル酸ジシクロヘキシル、10：フタル酸ジヘプチル、11：フタル酸ジエチルヘキシル、12：フタル酸ジオク

チル 

 

3.4.3 まとめ 

本節では、TD-GC/MS の概要を述べると共に、これを用いた再生プラスチック試料の分

析実施例を示した。部材の異なるプラスチックの分析やフタル酸エステル類以外の添加剤

等の分析について興味のある読者は、手軽にアクセスすることが可能なアプリケーション

例を参考文献覧にまとめたので、これらを参考にされたい。 
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4 リスク評価のケーススタディ 

本章では、ケーススタディとして、ハザード比を用いた再生プラスチック製品に関する

リスク評価のケーススタディを紹介する。 

本章で用いるリスク評価手法は、ある特定の物質についての許容されうる上限値（許容

上限値）と推定される暴露量（推定暴露量）とを比較して、推定暴露量が許容上限値を超

過する場合には、リスクの懸念があるとして、超過しない場合にはリスクの懸念がないと

して判定する手法を採用した。この判定のための指標をハザード比と言い、ハザード比は

式 4-1であらわされる。 

 

HI：ハザード比=
A:推定暴露量

B:許容上限値
 式 4-1 

 

ハザード比は推定暴露量を許容上限値で除して算出され、リスクの懸念が有る場合には

ハザード比は1より大きくなり、反対に、リスクの懸念がない場合には1より小さくなる。

このように、ハザード比は様々なリスク評価で用いられてきた。 

ハザード比を用いたリスク評価手法の長所は、1 を境界としてリスク懸念の有無を判定

できるため指標の意味がわかりやすく、また再生プラスチック中の汚染物質のように入手

可能な情報が限られた場合においても比較的簡便にリスクの懸念の有無が可能な点である。

この特徴から、日本を含めた各国の行政機関やリスク評価機関において、初期リスク評価

やリスクスクリーニングでハザード比は用いられてきた。なお、推定暴露量が許容上限値

を超過し、リスクの懸念があると判定された場合には、より精度や信頼性を高めた評価に

移行し、詳細なリスク評価を経た上で、適切な管理措置を決定するのが一般的である。 

ハザード比を算出するために必要な許容上限値と推定暴露量を得るための枠組みを図 

4-1 に示す。まず、先行研究や分析事例をレビューすることで、本書で評価する対象物質

を選定した。以下、許容上限値の設定、推定暴露量の推計、ハザード比を用いたリスク評

価結果について解説する。 
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図 4-1 本ケーススタディにおけるリスク評価の枠組み 

 

4.1 対象物質の選定 

再生プラスチック中の汚染物質に関するリスク評価のケーススタディは少ないため、ま

ずは再生プラスチック製造事業者にとって関心が高い物質を対象にケーススタディが望ま

しいと考えた。また、先行研究や分析事例をレビューした結果、含有量の情報が得られる

汚染物質は限られていた。以上の 2つの観点から、RoHS指令対象物質を評価対象物質とし

て取り上げた。 

RoHS 指令とは、欧州において上市する電気電子機器中の有害物質の使用制限に関する

指令（The Restriction of the use of certain hazardous substances）で、表 4-1に示す 10物質につ

いては電気電子機器中の最大許容濃度が設定されている。 

 

表 4-1 RoHS指令における対象物質の最大許容濃度（EU, 2015）（2.3より一部再掲） 

グループ 物質名（略称） CAS番号 最大許容濃度 

金属 鉛 7439-92-1 0.1% 

水銀 7439-97-6 0.1% 

カドミウム 7440-43-9 0.01% 

六価クロム 18540-29-9 0.1% 

臭素系難燃剤 ポリブロモビフェニル (PBB) －※ 0.1% 

ポリブロモジフェニルエーテル (PBDE) －※ 0.1% 

フタル酸エステル
類 

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (DEHP) 117-81-7 0.1% 

フタル酸ベンジルブチル(BBP) 85-68-7 0.1% 

フタル酸ジ(n-ブチル) (DBP) 84-74-2 0.1% 

フタル酸ジイソブチル (DIBP) 84-74-2 0.1% 

※異性体が複数存在するため、CAS番号の記載は省略する。  

評価対象物質選定

許容上限値評価対象物質

物質に暴露するヒトの
パラメータ

（体重・呼吸量など）

製品情報や製品用途
(利用時間、表面積など)

製品中の
物質含有量

推定暴露量評価対象物質

暴露経路

ハザード比評価対象物質

暴露推計モデル
（AIST-ICET）

毒性学的懸念の閾値
（TTC）を用いた設定

許容上限値等の設定 暴露シナリオの構築

先行研究や分析事例のレビュー

物質の物理
化学的性質

行政やリスク評価機関による
許容上限値の公表値

公表値がない場合
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表 4-1 に示された最大許容濃度の分母は製品全体ではなく、製品中の「均質物質」と言

われるものであり、いわば部品単位の重量が分母となる。そのため、電気電子機器中に使

用されるプラスチック部品においても使用が制限されている。RoHS 指令はあくまでも EU

域内の、また電気電子機器に関する規制であるものの、国際的に流通する製品にとっての

デファクトスタンダードとなっており、日本国内の様々な製品製造事業者が RoHS 指令対

象物質の不使用や最大許容濃度未満であることの証明を発行している状況である。このよ

うな背景から、今後、様々な用途の製品に再生プラスチックを使用していくためには、

RoHS 指令は遵守すべき法令の一つといえ、RoHS 指令対象物質は事業者にとっての関心が

高い物質と考えた。 

なお、RoHS指令に関するより詳細な説明は、本書の 2.3や外部 webページ (中小機構 J-

NET21, 2021; 日本貿易振興機構, 2024) を参照されたい。 

 

4.2 許容上限値の設定 

本ケーススタディで用いる許容上限値は、ヒトに健康影響を及ぼさないと考えられる摂

取量の上限値を指し、ヒトの体重 1kg あたり 1 日あたりの摂取量（µg/kg/day）で表される。

物質がヒトの体内に取り込まれる経路（吸入、経口、経皮）の違いによって、代謝や吸収

といった体内動態が異なるため、許容上限値は暴露経路によって異なる。そのため、本リ

スク評価では、径路ごとに個別に許容上限値を設定した。これらの許容上限値は、一般に

ヒトに関する疫学調査結果や、動物試験の結果から得られる無毒性量（No Observed 

Adverse Effect Level、NOAEL）または最小毒性量（Lowest Observed Adverse Effect Level、

LOAEL）（以下、NOAEL等）に、不確実性係数の積を乗じて算出する。 

RoHS 指令の対象物質のうち、フタル酸エステル類と金属については各国あるいは国際

的なリスク評価機関がリスク評価を実施し、その評価結果として許容上限値に相当する評

価値を公表している。本ケーススタディでは、日本、米国、欧州において評価結果として

公表されている評価値のうち最も小さい評価値を許容上限値として採用・設定した。最も

小さい評価値を設定した理由は、少量の摂取であっても健康影響が生じるという仮定を置

く方が、より安全側の立場に立ったリスク評価となるためである。 

RoHS 指令の対象物質のうち、臭素系難燃剤については、異性体が複数存在しているこ

ともあり、一つの許容上限値を設定することはできず、また個々の異性体に関する評価結

果もほとんど得ることができない。例外として PBDE のうち、ジフェニルエーテルの置換

基すべてが臭素化されたデカブロモジフェニルエーテル（DecaBDE）については、許容上

限値に相当するいくつかの公表値が得られる。そのため、DecaBDE 以外の異性体の許容上

限値は毒性学的懸念の閾値（Threshold of Toxicological Concern 、TTC）を設定した。TTCの

詳細については、例えば食品安全委員会 (2015) を参照されたい。 

表 4-2に設定した許容上限値を示す。臭素系難燃剤のうち PBBについては濃度が得られ

なかった（4.3.1 で後述）ため、設定自体を行わなかった。PBDEについては、TTCにより
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1.5 μg/kg/dayとし、個別のPBDEについてはすべて同様の値を設定することとした。また、

金属については今回想定する製品用途において吸入経路、経口経路の暴露はないと考えら

れ、リスク評価を実施しないため、空欄とした。 

 

表 4-2 設定した許容上限値 

物質 暴露経路 
設定した許容上限値※1 

（µg/kg/day） 
参考文献 

BBP 

経皮 4,500 
(ECHA Chemical Database, 2010) 

吸入※2 780 

経口 200 (U.S. EPA, 1989a) 

DBP 

経皮 70 

(ECHA Chemical Database, 2010a) 吸入 20 

経口 7 

DEHP 

経皮 720 
(ECHA Chemical Database, 2010b) 

吸入 130 

経口 20 (U.S. EPA, 1987) 

DIBP 

経皮 （評価値なし） 

(ECHA Chemical Database, 2010c) 吸入 720 

経口 210 

Pb 

経皮 1 (Huang et al., 2021) 

吸入   

経口   

Hg 

経皮 （評価値なし） 

(U.S. EPA, 1995) 吸入  

経口  

Cd 

経皮 （評価値なし） 

(U.S. EPA, 1994) 吸入  

経口  

Cr (IV) 

経皮 （評価値なし） 

(U.S. EPA, 2024) 吸入  

経口  

PBDE※3 

(PBDE-47、PBDE-99) 

経皮 1.5 

(EFSA Scientific Committee, 2012) 吸入 1.5 

経口 1.5 

PBB -   

※1：NOAEL等／UFs により推定した。NOAEL等として、NOAEL: no observed adverse effect level, 無毒性

量; LOAEL: Lowest observed adverse effect level, 最小毒性量などが挙げられる。UFs：uncertainty factors, 不

確実性係数の積。 

※2：吸入経路の許容上限値について、評価機関の公表値の単位が µg／dayであった場合、1日当たりの呼

吸量（㎥/day）と想定した被暴露者の体重（kg）を用いて換算した値である。 

※3：PBDE-47と PBDE-99は Cramer class III 相当であり (QSAR Toolbox Ver.4.7.1)、TTCにより経路によら

ず 1.5µg/kg/dayとした。 
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4.3 暴露量推計手法 

ここでは、暴露量の推計に必要となる製品中の物質濃度の推定方法、暴露量推計モデル

に必要なパラメータの設定根拠となる製品想定や暴露シナリオ、および推計モデルとして

用いた AIST-ICETの概要について述べる。 

 

4.3.1 製品中の物質濃度の推定 

再生プラスチック製品中に含まれる評価対象物質の濃度に関する利用可能な情報はほと

んどないのが現状である。一方、再生プラスチック製ペレット中の物質濃度については、

わずかではあるものの先行研究や報告書においてその分析結果が公表されている。そのた

め、本ケーススタディでは一部の先行研究や報告書をレビューし、先行研究において定量

されている物質濃度を使用した。 

評価対象物質に関する分析結果が得られた先行研究や報告書の一覧を表 4-3 に示す。こ

れらの文献から得られた濃度のうち最大値を、暴露量推計に用いた PP製再生プラスチック

ペレット中の物質濃度として用いた（表 4-4）。クロムの報告値については RoHS 指令対象

の六価クロム以外も含む濃度であるが、安全側の評価のためにここでは全量が六価クロム

であるとみなして、ケーススタディに用いた。また、PBDE については、先行研究から濃

度が得られ、かつ暴露量推計に必要な物理化学的パラメータ（4.3.3 で後述）の得られた

PBDE-47と PBDE-99を評価対象とした。なお、それぞれの文献では溶出方法が異なってお

り、ペレット中の全物質が分析されたと見込まれる論文 

 

表 4-3 評価対象物質の分析結果が得られた先行研究や報告書の一覧 

文献情報 
フタル酸 

エステル類 

臭素系 

難燃剤 
金属 素材など 溶出溶媒など 

Denmark MoE (2021) 定量 - 検出 PP 化粧品模擬溶媒 

Pivnenko K. (2016) 定量 - - PP  

Chibwe L. (2023) 定量 定量 定量 混合（PP、PE、PET等）  

Tumu K. (2024) 定量 - - 混合（PP、PE等）  

Brandsma SH. (2022) 定量 定量 - 混合（PP/PE）  

Huang G. (2021) - - 定量 PP 人工汗模擬溶媒 

Su QZ. (2021) 定量 - - ポリオレフィン 食品模擬溶媒 

Nunez SS. (2022) - - 定量 LDPE - 

Peng B. (2020) - 定量 - PE、PVC等 - 

Garcia Ibarra V (2018) 定量 - - PP 食品模擬溶媒 

Garcia Ibarra V (2019) 定量 - - PP、PE 食品模擬溶媒 
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表 4-4 暴露量推計に用いた PP製再生プラスチックペレット中の物質濃度 

物質 物質濃度（mg/kg） 参考文献 

鉛 (Pb) 0.181 

(Huang et al., 2021)※4 
水銀 (Hg) 不検出※1 

カドミウム (Cd) 0.003 

六価クロム (Cr(VI))※2 0.194 

DEHP 120 

(Pivnenko et al., 2016) 
BBP 4.7 

DBP 11 

DIBP 11 

PBB 不検出※1  

PBDE※3 
PBDE-47※3 0.0146 

(Chibwe et al., 2023) 
PBDE-99※3 0.0143 

※1：水銀、PBBについては、レビューした文献内では検出されなかった。 

※2：クロムについては六価クロム以外も含む値であるが、安全側の評価のためにここでは全量が六価ク

ロムであるとみなした。 

※3：PBDEについては、先行研究から濃度が得られ、かつ暴露量推計に必要な物理化学的パラメータ

（4.3.3で後述）の得られた PBE-47（2,2',4,4'-TetraBDE）と PBE-99（2,2',4,4',5-PentaBDE）を評価対象とし

た。 

※4：凍結粉砕したペレットを人口汗溶媒に浸し、ICP-MSを用いて溶解濃度を測定した。そのため、左記

の物質濃度は、ペレット中の一部であると考えられる。他の文献値は全量が溶出した値と考えられるた

め、注意が必要である。 

 

4.3.2 想定する製品と暴露シナリオ 

本リスク評価では、実際に再生プラスチックの利用検討のために試作が進められている

製品である、再生ポリプロピレン（PP）製の爪切りホルダー（図 4-2 左側）および自動車

の窓開閉用ボタンパネル（以下、ボタンパネル）（図 4-2右側）を対象に、暴露シナリオの

作成、およびパラメータの設定を行った。 

製品重量に占める再生プラスチックの割合は 100%とした。 

それぞれの製品の使用者は、現実的に想定される範囲で体重の軽いヒトを想定した。こ

れは、同量の物質に暴露した場合に、体重の重いヒトよりも軽いヒトの方が、体重あたり

の暴露量が大きく推計され、より安全側の立場に立ったリスク評価となるためである。 

爪切りホルダーについては、使用時に手で触れることにより、再生プラスチック中に含ま

れる物質に経皮的に暴露することを想定した。爪切りは 2週間に 1回 (NHK, 2022) 、1回あ

たり 5 分使用すると仮定し、これに基づき爪切りホルダーへの接触頻度は 0.36（min/day）

と設定した。一方、ボタンパネルについては、手のひらで接触することにより、再生プラ

スチック中に含まれる物質に経皮的に暴露することに加え、ボタンパネルから車内空気中

に揮発・移行した物質の吸入暴露、ならびに車内のダストに吸着した物質の経口暴露も考
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慮した。車の運転時間は、日本人の運転時間の 90 パーセンタイル値にあたる 1 日当たり

144 分 (製品評価技術基盤機構, 2019) とし、ボタンパネルへの接触は運転時間の 5%と仮定

した。 

 

図 4-2 想定した再生プラスチック製品 のイメージ図 

（左側：爪切りのホルダー部分、右側：自動車の窓開閉用ボタンパネル） 

 

4.3.3 推計モデル 

暴露量推計手法として、フタル酸エステル類と臭素系難燃剤の接触に伴う経皮暴露、揮

発に伴う吸入暴露およびダスト吸着に伴う経口暴露の推計は、産総研－室内製品暴露評価

ツール（AIST-ICET）を用いた。金属については経皮暴露のみを考慮し、先行研究 (Huang 

et al., 2021; U.S. EPA, 1989b) を参考とした。 

 

(ア) フタル酸エステル類および臭素系難燃剤 

AIST-ICET とは、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（AIST）が開発した、室内製

品に含まれる化学物質の人への吸入、経皮および経口暴露を評価するためのツールであり、

以下の機能を備えている。 

 化学物質、製品、住宅・世帯・人の各データベース 

 吸入・経皮・経口暴露量の推計 

 住宅内の濃度の時間変化を推計 

 日本全国の世帯・住民の暴露分布を推計 

 室内空気中濃度、ハウスダスト中濃度の推計 

 計算結果のグラフ表示 

詳細は参考文献を参照されたい。上述した 4.3.1および 4.3.2の想定に基づき、評価に必

要なパラメータを表 4-5 のように設定した。AIST-ICET に必要なパラメータのうち、水溶

解度や蒸気圧等のパラメータが内蔵データベースに含まれない物質については、U.S. EPA 

の EPI SUITEから得られたパラメータを用いた。 
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表 4-5  評価に用いたパラメータ 

カテゴリ 
暴露 

経路 
パラメータ 単位 

爪切り 

ホルダー 

ボタン 

パネル 
備考 

製品 共通 製品比重 g/cm3 0.9 平均的な PPの比重 

製品重量 g 2 36  

製品表面積 cm2 20 400 実測値から概算 

経皮 使用時間 min/day 0.36 7.2 本文参照 

経口 - 144 

吸入 - 144 

ヒト 共通 想定する体格 - 小学生 1年生 成人女性 参考：厚生労働省 学校保健統計

調査 2015 年度、産総研 暴露係

数ハンドブックなど 
体重 kg 20.2 48.6 

経皮 接触部位 － 片手の指先 片手の 

手のひら 

接触面積＝体表面積×接触部位

が占める割合 

接触面積 cm2 20 167.9 

皮膚表面水層厚さ cm 0.01 U.S. EPA, 1990 

経口 ハウスダスト 

摂取量 

g/day - 0.05 AIST-ICET デフォルト値 

吸入 呼吸量 m3/day - 16.2 AIST-ICET 95パーセンタイル値 

暴露 

空間 

吸入 暴露空間の体積 m3 - 3.56 ワゴン型軽自動車の体積 

換気回数 回/h - 2.1 先行研究における実測値 4) 

共通 バックグラウンド 

濃度 

g/m3 - 0 再生プラスチック製品からの寄

与のみを考慮 

 

(イ) 金属 

再生プラスチック製品中の金属の経皮暴露量の推計手法として、Huang et al. (2021) の暴

露濃度推計手法、および参考元である U.S. EPA (1989) の手法を参考とし、本ケーススタデ

ィでは式 4-2から式 4-4で経皮暴露量を推計した。式 4-2では、Huang et al. (2021) の分析

より得られた物質濃度を体積当たりの濃度に換算した。式 4-3 では皮膚接触濃度に、接触

面積、皮膚透過係数 (U.S. EPA, 2004)、暴露時間を乗じ、一生涯で暴露する総量を推計した。

式 4-4で皮膚透過量を体重一日あたりの暴露量に換算した。 

 

皮膚接触濃度（mg/cm3）：𝐶𝑠𝑘𝑖𝑛 =𝐶 ×
𝑀

V
 式 4-2 

皮膚透過量（mg）：𝐼𝑠𝑘𝑖𝑛 = 𝐶𝑠𝑘𝑖𝑛× 𝑆0× 𝐾𝑝 ×𝐸𝑇 ×𝐸𝐷 式 4-3 

経皮暴露量（mg・cm/kg/h）：𝐸𝑥𝑠𝑘𝑖𝑛= 𝐼𝑠𝑘𝑖𝑛×
1

𝐵𝑊×𝐴𝑇
 式 4-4 

 

𝐶：人口汗を溶媒とする試験から得られた重量あたりの溶出する物質濃度（mg/kg）（表 4-4
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参照） 

𝑀：製品重量（kg）（表 4-5参照） 

𝑉：製品体積（cm3）（表 4-5の製品重量と比重より算出） 

𝑆0：製品接触面積（cm2）（表 4-5参照） 

𝐾𝑝：透過係数（cm/h）（表 4-6参照） 

𝐸𝑇：一日当たりの暴露時間（h/day）（表 4-5参照） 

𝐸𝐷：生涯の暴露日数（day）（表 4-5参照） 

𝐵𝑊：体重（kg）（表 4-5参照） 

𝐴𝑇：平均化時間（h）。ET×EDと同様とした（表 4-5参照） 

 

表 4-6 物質別の透過係数（cm/h） 

元素※ Kp：透過係数（cm/h） 

カドミウム（Cd） 1.0E-03 

クロム（Cr） 2.0E-03 

鉛（Pb） 1.0E-04 

※Huang et al. (2021) において水銀（Hg）の濃度は測定対象外であり、透過係数が得られなかった。 

 

4.4 ハザード比を用いたリスク評価結果 

爪切りホルダーおよびボタンパネルに関するリスク評価結果をそれぞれ表 4-7 および表 

4-8 に示す。Σ（ハザード比）は、同種の物質に関してハザード比を合計し、合計値が 1を

超過するかしないかでリスクの有無を判定する手法である。評価の結果、すべての物質、

経路、製品においてハザード比は 1 を超過しておらず、本ケーススタディで想定した範囲

においてリスクの懸念はないと判定された。 

 

表 4-7 爪切りホルダーに関するリスク評価結果 

暴露 

経路 
物質 

A. 推定暴露量 

(µg/kg/day) 

B.設定した許容上

限値  
(µg/kg/day) 

ハザード比 

（A/B） 
Σ(ハザード比) リスク判定 

経

皮 

DEHP 1.8E-04 720  2.5E-07 

4.1E-07 

<<1 

⇒リスクの 

懸念なし 

DBP 1.1E-05 70  1.5E-07 

BBP 3.5E-06 4,500  7.7E-10 

DiBP 6.7E-06 （評価値なし） － 

PBDE-
47 

1.4E-08 1.5  9.3E-09 

9.5E-10 
PBDE-

99 
2.7E-10 1.5  1.8E-10 

Cd 1.7E-06 （評価値なし） － － － 

Cr 2.4E-04 （評価値なし） － － － 

Pb 1.1E-05 1 1.1E-05  <<1 
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表 4-8 ボタンパネルに関するリスク評価結果（経皮） 

暴露 

経路 
物質 

A. 推定 

暴露量 

（µg/kg/day） 

B.設定した 

許容上限値  

(µg/kg/day) 

ハザード比 

（A/B） 
Σ(ハザード比) 

リスク 

判定 

経
皮 

DEHP 5.60E-03 7.20E+02 7.78E-06 

3.60E-05 

<<1 

⇒リス

クの 

懸念な

し 

DBP 1.60E-03 7.00E+01 2.29E-05 

BBP 4.90E-04 4.50E+03 1.09E-07 

DiBP 1.00E-03 (評価値なし) - 

PBDE-47 1.10E-06 1.5 7.33E-07 
1.20E-06 

PBDE-99 9.00E-09 1.5 6.00E-09 

Cd 5.10E-11 (評価値なし) - 

Cr 7.30E-09 (評価値なし) - 

Pb 3.40E-10 1 3.40E-10 

吸
入 

DEHP 1.40E-04 5.00E+01 2.80E-06 

3.60E-05 
DBP 1.30E-05 6.00E+00 2.17E-06 

BBP 5.60E-06 2.10E+02 2.67E-08 

DiBP 1.30E-05 2.00E+02 6.50E-08 

PBDE-47 1.70E-08 1.5 1.13E-08 
1.20E-06 

PBDE-99 1.70E-08 1.5 1.13E-08 

Cd - - - 

Cr - - - 

Pb - - - 

経
口
（
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
） 

DEHP 5.20E-07 3.60E+01 1.44E-08 

3.60E-05 
DBP 1.60E-05 7.00E+00 2.29E-06 

BBP 2.20E-06 5.00E+02 4.40E-09 

DiBP 5.00E-06 2.10E+02 2.38E-08 

PBDE-47 4.10E-07 1.5 2.73E-07 
1.20E-06 

PBDE-99 1.90E-07 1.5 1.27E-07 

Cd - - - 

Cr - - - 

Pb - - - 

 

4.5 再生プラスチック中に含まれる物質濃度に関する管理上限値の検討 

現在、プラスチックに関して、2 章で述べたような安全基準や規制が実施されている。

再生プラスチックはバージンプラスチックよりも、汚染物質や非意図的添加物が混入しや

すく、かつその流入経路や種類・量の把握が困難であると考えられる。そのため、将来、

再生プラスチックについてはバージンプラスチックとは異なる安全基準や規制が適用され

る可能性がある。このような、安全基準や規制の構成要素の一つに、再生プラスチック製

品中に含まれ健康影響が懸念される物質の濃度を管理するための基準値や参照値（以下、

管理上限値）がある。本節ではこの管理上限値のあり方について、ケーススタディの結果

を踏まえて、検討する。 

管理上限値の設定のためには、4.4 までで実施したケーススタディよりも、より詳細な

リスクの評価が必要とされる。4.4 までで用いたシナリオやパラメータは、実現可能性が

ありそうな範囲で比較的リスクが大きくなるように、より安全側の立場に立った設定をし
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た。管理上限値を決める際には、例えば、管理上限値を遵守することで誰の健康が、どの

程度リスクを被らないことになるのか（リスクから守られうるのか）という効果の観点や、

またその管理上限値を遵守可能かどうかといった実効性の観点も含めて、より多くの要素

を考慮してシナリオやパラメータする必要がある。 

管理上限値の効果の観点からみて、ケーススタディで設定した再生プラスチック製品中

の RoHS 指令対象物質の濃度は、健康リスクに関する懸念はないと判断されたことを踏ま

えると、管理上限値はここで設定した以上の濃度になると見込まれる。しかし、ケースス

タディで扱った製品は、その接触頻度や使用時間が比較的限られたものであった。ケース

スタディで扱った製品の特徴として、ヒトが直接接触する用途がある、室内空気に晒され

る、その製品や製品に接触した飲食物等を意図的に体内に取り込む可能性がほぼない、と

いう点が挙げられる。こういった特徴は食品、医薬品、化粧品用途に関わるプラスチック

製品・容器包装にはあてはめられず、かつこれらの用途を介した推定暴露量はケーススタ

ディで想定したものよりも大きくなる可能性がある。そのため管理上限値は、より推定暴

露量が高くなる用途を考慮した場合についてもあわせて検討する必要があると考えている。 
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5 プラスチックの循環経済構築に向けて 

ここまでプラスチックの循環経済構築に向けて、現状と課題の整理を行い、分析事例や

リスク評価事例を紹介した。各事例において適用した分析手法やリスク評価手法は、すで

に様々な対象に適用されてきた手法ではあるものの、再生プラスチックを対象とした場合

に、新たに追加するべき手順や考慮するべき要素があることがわかった。それらの一部は、

本書の執筆時点までに議論・検討が進み、ここまでで述べた手続きを踏襲することにより

解決できる。一方で、改良の余地のある部分や着手できなかった部分も残されている。こ

こでは、分析およびリスク評価を実施した経験を踏まえ、それぞれで今後必要と見込まれ

る技術や取り組みについて述べる。 

分析について、本書内ではプラスチックの材質を判別するために FT-IR を適用し、PPリ

ッチ、PE リッチや PS などの判別を行った。また含まれる成分に関して、金属・元素類は

XRF を、有機化合物は熱脱着-GC-MS を適用し、幾つかの対象物質に関して評価を行った。

特に、規制対象となっている対象物質に関しては、定量的な情報の評価まで実施した。こ

れら幾つかの対象物質の分析手法は、2.4 で紹介した内容に準じていることから、一般に

広く周知されており、ある程度汎用的な手法であると考えられる。ただし、採用または改

良したこれら分析手法は、上述のとおり規制値等が設定されているなどの背景から、対象

物質が予め決められており、それら規制対象物質の評価に適したものとなっている。一方

で、XRFでは軽元素の分析が、GC-MSでは難揮発性物質の分析が困難であることが知られ

ており、本書内で紹介した分析事例の取得で用いた手法ではこれらの評価が十分とは言え

ない。加えて 2 章で述べたように、非意図的成分、出所やプラスチック組成の複雑な再生

プラスチックの評価が必要な場合も想定される。そのため今後は、不足箇所を補う分析技

術（例えば、多くの元素分析が可能な ICP-MS や半揮発性～難揮発性物質まで分析可能な

液体クロマトグラフなど）の検討が必要であり、また網羅性の高い分析技術（例えば、飛

行時間型質量分析計やオービトラップ質量分析計など）も、現状より広範に活用されると

考えられる。さらに、再生プラスチックは試料数が多いことや高品質化に費用をあまり掛

けられないことなど、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを意識すべき産業・

製品分野であることから、複数の分析技術が選択肢としてある中から、目的・用途に応じ

た分析技術を選択可能なフローチャートなどの必要性も高まることが予想される。将来的

には、分野や目的ごとに活用されている分析技術の幾つかが公定法化されるなど、広く周

知され、汎用的になることが期待される。 

リスク評価について、本書内で想定した暴露シナリオにおいては、リスクの懸念はない

と判断された。シナリオは一定のエビデンスに基づき暴露量が大きいと推定される場合を

想定し、かつ暴露量と比較する許容上限値についても最も厳しい値で評価した。以上から、

いわゆる安全側の評価において、リスクは十分に許容できる範囲にあると評価されたこと

を踏まえると、今回想定した暴露シナリオに近しい製品群に関しては、早急に再生プラス

チック製品に対する追加的なリスク管理策を実施する必要性は低いと考えられる。 
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Appendix A 熱脱着 GC-MS手法の開発とその検討事項の詳細 

本稿では、主要な含有化学物質のなかでも、有機化合物の評価に用いるための熱脱着ガ

スクロマトグラフィー／質量分析法（TD-GC/MS）の開発に至る背景や、手法開発に関す

る検討事項の詳細を述べる。 

 

A.1 手法開発の背景 

まずは、プラスチックに含まれる有機化合物分析に関して述べる。近年、RoHS 指令

（DIRECTIVE 2011/65/EU）等が注視されており、この規制対象物質としてフタル酸エステ

ル類や臭素系難燃剤が知られている。この指令では、規制対象物質の最大許容濃度（0.1%）

が決められており（2.3 参照）、この濃度を超える電気電子機器の欧州への上市が規制され

ている。そのため、規制対象物質の濃度を評価するための手法が IEC（国際電気標準会議）

で定められ、IEC 62321シリーズ（IEC 62321-3-1:2013、IEC 62321-6:2015、IEC 62321-8:2017）

として発行されている。手法の概要は、IEC 62321-3-1（臭素系難燃剤）や-8（フタル酸エ

ステル類）では最大許容濃度を超える可能性があるかないかを簡便に判別するスクリーニ

ング手法であり、IEC 62321-6（臭素系難燃剤）や IEC 62321-8（フタル酸エステル類）1で

はこれら濃度を精密に評価する手法となっている。この措置は、電気電子機器の検体数の

多さが要因であり、再生プラスチックにおいても状況はほぼ類似していると考えられる。

近年、学会等での再生プラスチック評価手法に関する研究事例が増加しており、スクリー

ニング手法や精密に評価する手法の両方が数多く検討されている。ただし、国内ではスク

リーニング手法の事例が多い印象である。加えて、再生プラスチック製造事業者へのヒア

リング調査でも簡便に評価できる手法が望まれている傾向が強かったことから、比較的簡

便な有機化合物の評価手法の開発に取り組んだ。 

 

A.2 手法開発の指針 

簡便な評価として引用されている IEC 62321-8のスクリーニング手法では、熱分解装置を

備えたガスクロマトグラフを用いることが推奨されている。そこで、本研究でも同様の装

置を用いて検討を始めることとした。IEC 62321-8のスクリーニング手法では、上述のとお

り、フタル酸エステル類を対象物質として検出することを目的としている。一方で、本研

究では再生プラスチックに含まれる多くの有機化合物を可能な限り評価することを目的と

したため、手法の改良を行うこととした。また、主にバージン材を用いて開発される電気

電子機器と比較して、再生プラスチックでは再生により得られる樹脂（ペレット）の組成

がリサイクルプラスチックの回収先や季節等で変動すること、リサイクル工場での機器に

よる選別精度が樹脂種により異なることなどから、作成されるペレットごとに樹脂の組成

が全く同じではない。そこで、組成の異なるペレットから、可能な限り多くの有機化合物

 
1 *-8にはフタル酸エステル類に関するスクリーニング手法及び精密に評価する手法の両方
が記載されている。 
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を評価できうる手法の開発を目指すことにした。 

 

A.3 検討事項の詳細 

A.3.1 供試料 

再生プラスチックに含まれる多くの有機化合物を可能な限り評価するには、再生プラス

チックペレットごとに樹脂組成が異なることに注意しなければならない。そこで、まずは

熱分解装置にセットする供試料の性状・形状に関して検討した。一般的に、熱分解装置に

はペレットをそのまま供し、含まれる有機化合物を熱脱着または熱分解し、ガスクロマト

グラフに導入する (日本分析化学会ガスクロマトグラフィー研究懇談会 編, 2024)。熱分解条

件では、含まれる有機化合物が分解してしまい、それらを評価することが簡単ではないた

め、熱脱着条件を選択した。熱脱着温度は樹脂の軟化点がそれぞれ異なるため、樹脂種ご

とに最適な温度を設定することが必要となるが、先に述べたように、再生プラスチックで

は樹脂組成が一定でないことから、ペレットそのままを供試料とすることは困難と判断し

た。そのため、ペレットを有機溶媒に一定期間つけ置き、溶出液を分析することで、可能

な限り多くの有機化合物を評価することとした。樹脂を完全溶解する有機溶媒を溶媒とし

て選択することも考えたが、今回の再生プラスチックの主な樹脂種は PPや PEであり、特

殊な溶媒（トリクロロベンゼン等）と温度条件（150 ℃以上）でないと完全溶解が実現で

きない。実際に、完全溶解を実施した試料を熱分解装置に供し、熱脱着条件で評価した場

合、溶解溶媒であるトリクロロベンゼンが主要な有機化合物として検出されてしまう。そ

のため、可能な限り有機化合物が再生プラスチックから溶出し、かつ揮発性の高い有機溶

媒を選定することとした。テトラヒドロフラン（THF）はプラスチックに含まれる有機化

合物を評価する際によく使用される有機溶媒であることから、THF とトリクロロベンゼン

等完全溶解する溶媒との比較を行い、THFの適性を評価した。結果として、THF で 1週間

程度つけ置きすることで、主要な有機化合物は、完全溶解する溶媒から得られるクロマト

グラムパターンと類似することが明らかとなったため、この溶媒を採用した。なお、この

比較・評価においては、規定量が含まれるフタル酸エステル類を含有するプラスチック試

料を用いている。 

加えて、検出された有機化合物の濃度も簡単に判別できるよう、供試料量は 30 mg、有

機溶媒である THF は 1 mL と再生プラスチック試料を分析する条件を同一にすることとし

た (羽成ら, 2023, 2024b)。これらにより、ある程度ピーク強度を指標として用いることで、

相対的な濃度情報も簡便に判別できるようになった。 

 

A.3.2 分析条件 

再生プラスチックに含まれる多くの有機化合物を可能な限り評価することが望ましいが、

上述のとおり、つけ置きが 1 週間程度であるため、分析時間は通常より短くすることを検

討した。臭素系難燃剤であるデカブロモジフェニルエーテル（PBDE）は分子量（959 
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g/mol）が大きく、分析時間が比較的長く必要な有機化合物として知られている。そのため、

ガスクロマトグラフに接続するキャピラリーカラムは 15 mと、通常（30 m）よりも短めの

ものを採用し、昇温速度も速く設定した（表 A-1）。また、含まれる多くの有機化合物を可

能な限り評価したいが、含まれる有機化合物が特定されていない状況から、質量分析計

（MS）はスキャンモードを設定した。結果として、PBDEの検出時間が 11分程度となり、

多くの有機化合物は 10分以内に検出される分析条件となった。分析条件等の詳細は関連論

文 (羽成ら, 2024a) を参照されたい。 

 

表 A-1 TD-GC/MSの分析条件（例示） 

装置 パラメータ 条件 

熱分解装置 
燃焼炉温度 200 ℃ (20 ℃/分) → 300 ℃ (5 ℃/分) → 340 ℃ (1分) 

インターフェース温度 300 ℃、320 ℃など 

ガスクロマ

トグラフ 

注入モード スプリット注入（50:1、20:1など） 

注入口温度 300 ℃ 

オーブン温度 
50 ℃ (1分) → (50 ℃/分) →200 ℃ → (10 ℃/分) → 

340 ℃ 

質量分析計 

インターフェース温度 300 ℃ 

イオン源温度 300 ℃、250 ℃など 

質量分析部温度 150 ℃ 

 

A.3.3 再生プラスチックの使用履歴 

A.3.1および A.3.2で TD-GC/MSの条件を確定できたため、次に、再生プラスチックの使

用履歴の差異が評価できるか、クロマトグラムの分析事例の蓄積を試みた。3.2 の分析事

例で示した通り、使用履歴の差異がクロマトグラムの差異にある程度関連することが明ら

かとなった (羽成ら, 2023, 2024b, 2024a) 。特に、容リプラを使用履歴とする再生プラスチッ

クでは、3～5 分程度に多くのピークが検出され、ピーク強度も他の使用履歴のものと比較

すると明らかに高かった（図 A-1）。ただし、使用履歴の差異と含まれる特徴的な有機化合

物の関連性は、検出される有機化合物種が多いため、また検出されるピークに複数の有機

化合物が含まれ共溶出している可能性があるため、不明である。 
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図 A-1 熱脱着GC-MSのトータルイオンクロマトグラム（例示） 

 

A.3.4 TD-GC/MSのクロマトグラムによる使用履歴の判別 

A.3.3でクロマトグラムにある程度特徴が表れる可能性があることを述べた。そのため、

反対のアプローチとしてクロマトグラムから、使用履歴の判別ができないかを検討した。

使用履歴と含まれる特徴的な有機化合物の関連性が不明なことから、特定の有機化合物の

定量値を求めることをせず、クロマトグラムパターンだけでの判別を行う必要があると判

断した。そこで、単純に csv ファイルとしてエクスポートしたクロマトグラムデータを用

いた。エクスポートされたデータポイント数は非常に多いため、ピークが溶出していない

区間（具体的には 12分以降）を削除し、またデータポイントを規格化し、データポイント

数を減じた。この規格化後のデータを用いて、多変量解析で使用履歴の判別ができるかを

検討した。結果として、容リプラはクラスター分析で、他の使用履歴の再生プラスチック

とは明らかに分類されていた（図 A-2）。この結果より、ある程度簡便な試料履歴の判別が

クロマトグラムデータより可能になることが示唆された。また主成分分析では、容リプラ

では 5～7 分ごろに検出するピークが、ボトルキャップや工場端材では 2～4 分ごろに検出

するピークがこれら特徴を表す成分として示唆された。さらなるクロマトグラムデータの

蓄積により、判別精度の高度化が見込めると考えたことから、定常的管理への適用も検討

したところ、容リプラの判別精度はある程度高いことが示された。なお、多変量解析の詳

細は論文 (山﨑ら, 2025b) を参照されたい。 
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図 A-2 トータルイオンクロマトグラムを用いたクラスター分析結果（例示） 

 

A.4 今後 

今回開発した手法を用いることで、含まれる有機化合物を比較的に簡便に評価できるだ

けでなく、多変量解析を組み合わせることで、クロマトグラムパターンから使用履歴の簡

便な判別も可能なことを明らかにした。リサイクルされるプラスチックの種類は PP や PE

だけでなく、ABS、ポリカーボネートやプラスチックが積層された複雑な組成のものもあ

り、本手法の開発は PP と PEに特化した一つの事例紹介にすぎない。そのため、他の樹脂

種、評価目的や状況に応じてのカスタマイズや新たな手法の開発が必須になると考えてい

る。非常に限られた事例紹介ではあるが、これら検討事項の内容が、手法のカスタマイズ

や新規手法の開発の一助になれば幸いである。 
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Appendix B 略語表 

略語（英語） 正式名称（英語） 正式名称（日本語） 

AAS Atomic absorption spectroscopy 原子吸光法 

ATR Attenuated total reflection 全反射測定 

BBP Benzyl butyl phthalate フタル酸ベンジルブチル 

CE Circular Economy 循環経済 

CI Chemical ionization 化学イオン化（法） 

DBP Dibutyl phthalate フタル酸ジブチル 

DEHP Di(2-ethylhexyl)phthalate フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 

DIBP Diisobutyl Phthalate フタル酸ジイソブチル 

EC  European Commission  

ECHA European Chemicals Agency  

EDXRF Energy-dispersive X-ray fluorescence エネルギー分散型 X線分析 

EI Electronic ionization 電子イオン化（法） 

EIC Extracted ion chromatogram 抽出イオンクロマトグラム 

EU European Union  

FID Flame ionization detector 水素炎イオン化検出器 

FT-IR 
Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy 

フーリエ変換赤外分光分析法 

GC-MS  

(あるいは GC/MS) 
Gas chromatography mass spectrometry ガスクロマトグラフ質量分析法 

GC-MSMS 
Gas chromatography–tandem mass 
spectrometry 

ガスクロマトグラフ・タンデム（直

列）質量分析法 

ICP-AES 
Inductively coupled plasma atomic 
emission spectroscopy 

誘導結合プラズマ発光分光分析法 

ICP-MS 
Inductively coupled plasma mass 
spectrometry 

誘導結合プラズマ質量分析法 

IEC 
International Electrotechnical 
Commission 

国際電気標準会議 

LC-MS 
Liquid chromatography mass 
spectrometry 

液体クロマトグラフィー質量分析法 

LC-MSMS 
Gas chromatography–tandem mass 

spectrometry 

液体クロマトグラフ・タンデム（直
列）質量分析法 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 最小毒性量 

NOAEL No Observed Adverse Effect Level 無毒性量 

OECD 
the Organization for Economic 
Cooperation and Development 

経済協力開発機構 

PBB Polybrominated biphenyl ポリ臭素化ビフェニル 

PBDE Polybrominated diphenyl ether ポリ臭素化ジフェニル エーテル 

PE Polyethylene ポリエチレン 

PET Polyethylene terephthalate ポリエチレンテレフタレート 

PP Polypropylene ポリプロピレン 

PS Polystyrene ポリスチレン 

PUR Polyurethane  

PVC Polyvinyl chloride 塩化ビニル 

Py-GC/MS 
Pyrolysis gas chromatography mass 
spectrometer 

パイロライザを備えた GC/MS装置 

REACH 
Regulation on the registration, 
evaluation, authorisation and restriction 
of chemicals 

 

SIM Selected ion monitoring 選択イオンモニタリングモード 
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TD-GC-MS 
Thermal desorption gas chromatography 

mass spectrometry 

熱脱着ガスクロマトグラフィー質量
分析法 

THF Tetrahydrofuran テトラヒドロフラン 

TICC Total ion current chromatogram 全イオン電流クロマトグラム 

WDXRF 
Wavelength-dispersive X-ray 
fluorescence 

波長分散型 X線分析 

XRF X- ray fluorescence  
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